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むつ市議会第２０２回定例会会議録 第１号

平成２１年１１月２７日（金曜日）午前１０時開会・開議議事日程 第１号

◎諸般の報告

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 行政報告

【懲罰特別委員長報告、質疑、討論、採決】

第４ 新谷泰造議員に対する懲罰動議

【議案一括上程、提案理由説明】

第５ 議案第 84号 むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

第６ 議案第 85号 むつ市特別職職員の給与に関する条例及びむつ市教育委員会教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例

第７ 議案第 86号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

【議案質疑、討論、採決】

第８ 議案第 84号 むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

第９ 議案第 85号 むつ市特別職職員の給与に関する条例及びむつ市教育委員会教育長の給与及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例

第10 議案第 86号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

【議案一括上程、提案理由説明】

第11 議案第 87号 むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

第12 議案第 88号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第13 議案第 89号 むつ市営スキー場条例の一部を改正する条例

第14 議案第 90号 むつ市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例

第15 議案第 91号 むつ市水道事業及び用地造成事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

第16 議案第 92号 むつ市水道事業給水条例の一部を改正する条例

第17 議案第 93号 むつ市花・木・鳥選定委員会条例を廃止する条例

第18 議案第 94号 指定管理者の指定について

（川内第１牧野外１施設）

第19 議案第 95号 下北圏域介護認定審査会共同設置規約の変更について

第20 議案第 96号 下北圏域障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について

第21 議案第 97号 下北地域広域行政事務組合規約の変更について

第22 議案第 98号 第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について

第23 議案第 99号 市道路線の認定について

第24 議案第100号 むつ市過疎地域自立促進計画の変更について
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第25 議案第101号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第26 議案第102号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第27 議案第103号 平成21年度むつ市一般会計補正予算

第28 議案第104号 平成21年度むつ市魚市場事業特別会計補正予算

第29 議案第105号 平成21年度むつ市用地造成事業会計補正予算

第30 報告第 31号 平成20年度むつ市一般会計継続費精算報告書

第31 報告第 32号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第32 報告第 33号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成21年度むつ市一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２６人）

１番 澤 藤 一 雄 ２番 新 谷 泰 造

３番 目 時 睦 男 ４番 工 藤 孝 夫

５番 横 垣 成 年 ６番 新 谷 功

７番 野 呂 泰 喜 ８番 浅 利 竹 二 郎

９番 川 端 一 義 １０番 鎌 田 ち よ 子

１１番 中 村 正 志 １２番 富 岡 修

１４番 菊 池 広 志 １５番 半 田 義 秋

１６番 千 賀 武 由 １７番 白 井 二 郎

１８番 山 本 留 義 １９番 岡 崎 健 吾

２０番 馬 場 重 利 ２１番 山 崎 隆 一

２２番 川 端 澄 男 ２３番 髙 田 正 俊

２４番 村 川 壽 司 ２５番 冨 岡 幸 夫

２６番 斉 藤 孝 昭 ２７番 村 中 徹 也

欠席議員（１人）

１３番 佐 々 木 隆 徳

説明のため出席した者

市 長 宮 下 順 一 郎 副 市 長 野 戸 谷 秀 樹

教 育
委 員 会 山 本 文 三 教 育 長 牧 野 正 藏
委 員 長

公 営 企 業 代 表遠 藤 雪 夫 小 川 照 久管 理 者 監 査 委 員

選 挙 管 理 農 業
委 員 会 佐 々 木 鉄 郎 委 員 会 立  順 一
委 員 長 会 長

会 計
管 理 者

総 務 部 長 新 谷 加 水 総 務 部 工 藤 正 明
理 事
出 納 室 長

企 画 部企 画 部 長 阿 部 昇 近 原  栄理 事

保 健 福 祉民 生 部 長 齋 藤 秀 人 鴨 澤 信 幸部 長

経 済 部 長 櫛 引 恒 久 建 設 部 長 太 田 信 輝

選 挙 管 理 監 査 委 員委 員 会 大 芦 清 重 齋 藤 純事 務 局 長事 務 局 長

公 営教 育 部 長 佐 藤 節 雄 佐 藤 純 一企 業 局 長
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川 内 庁 舎 大 畑 庁 舎河 野 健 二 栁 谷 正 尚所 長 所 長

総 務 部脇 野 沢 片 山 元 副 理 事 松 尾 秀 一庁 舎 所 長 総 務 課 長

企 画 部 企 画 部
財 政 下 山 益 雄 副 理 事 伊 藤 道 郎
調 整 監 企 画 課 長

民 生 部
民 生 部 副 理 事新 谷 正 幸 山 田 邦 夫次 長 環 境 対 策

課 長

民 生 部 農 業副 理 事 奥 島 愼 一 委 員 会 吉 田 薫廃 棄 物 事 務 局 長対 策 課 長

企 画 部 企 画 部エネルギー 髙 橋 聖 石 野 了財 政 課 長対 策 課 長

経 済 部経 済 部 農 林農 林 水 産 室 館 利 光 畑 中 誠水 産 課課 長 総 括 主 幹

総 務 部 総 務 部
総 務 課  田 真 総 務 課 澁 田 剛
主 幹 主 任 主 査

総 務 部
総 務 課 角 本 力
主 任 主 査

事務局職員出席者

事 務 局 長 工 藤 昌 志 次 長 澤 谷 松 夫

総 括 主 幹 栁 田 諭 主 査 石 田 隆 司

主 事 井 戸 向 秀 明
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◎開会及び開議の宣告

午前１０時００分 開会・開議

〇議長（村中徹也） ただいまからむつ市議会第

202回定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員は26人で定足数に達してお

ります。

これから本日の会議を開きます。

◎諸般の報告

〇議長（村中徹也） 議事に入る前に諸般の報告を

行います。

まず初めに、地方自治法第121条に基づく今定

例会への説明員の出席者については、お手元に配

布の名簿のとおりであります。

次に、監査委員から、地方自治法第235条の２

第３項の規定に基づく例月出納検査の結果報告が

ありました。なお、関係書類は事務局に保管して

ありますので、ご閲覧願います。

次に、本日市長から、工事請負契約に係る入札

結果資料が提出されましたので、お手元に配布し

ております。

次に、全国市議会議長会基地協議会等の会議結

果につきましては、お手元に配布の報告書のとお

りであります。ご了承願います。

次に、本日この後、農事組合法人みなみ農園開

発に対する指定管理者の指定取消しについて及び

脇野沢赤坂地区における不法投棄について市長か

ら行政報告がありますので、ご了承願います。

次に、むつ市議会第201回定例会において懲罰

特別委員会に付託いたしました事件の審査結果に

ついて、会議規則第104条の規定に基づき、11月

20日、懲罰特別委員長から委員会審査報告書の提

出がありました。なお、報告書はお手元に配布し

てありますので、ごらん願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第１号

により議事を進めます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村中徹也） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第82条の規定によ

り、４番工藤孝夫議員及び24番村川壽司議員を指

名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村中徹也） 次は、日程第２ 会期の決定

を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら12月16日までの20日間としたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は本日から12月16日までの20日間と決定

いたしました。

◎日程第３ 行政報告

〇議長（村中徹也） 次は、日程第３ 行政報告を

行います。

市長から報告を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） まず、むつ市営牧野の指定

管理者として、農事組合法人みなみ農園開発を指

定しておりましたが、平成21年11月30日限りで、

当該指定管理者の指定を取り消すこととしました
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ので、その概要をご報告いたします。

本年９月に発覚したみなみ農園開発における現

金着服事件について、市は10月１日にみなみ農園

開発代表理事から事件の報告及び経理事務改善計

画の提出を受けております。

市では、これらを確認及び検討し、10月13日付

で指定管理業務の改善勧告を行っております。

この勧告に対し、みなみ農園開発から市へ10月

22日付で回答書が提出されております。

この回答書の中で、被害額の一部について補て

んするという内容が記載されておりますが、11月

16日に市が調査したところ、いまだに履行してい

ないことを確認しております。

また、今後の被害額に対する補てん策等の具体

的計画が全く示されないことから、これ以上の指

定管理業務の継続は不可能と判断した次第であり

ます。

このことにつきましては、平成19年４月１日に

締結しましたむつ市営牧野の指定管理に関する基

本協定の第42条第１項第２号及び第３号に規定す

る指定管理者の指定の取消し事項に該当すること

から、11月30日限りで、みなみ農園開発に対する

指定管理者の指定を取り消すこととし、11月19日

付で通知及び公表をしております。

また、年度途中の指定管理者の指定取消しであ

りますことから、基本協定第45条第１項の規定に

より既に支払い済みの指定管理料のうち残りの期

間を日割り計算により算出した額に係る返還金及

び同条第２項の規定により違約金を請求すること

になりますので、同日みなみ農園開発に対し通知

しております。

現在、宮後牧野、名子牧野及び金谷沢牧野の３

牧野は既に夏季の放牧期間が終了し、閉牧してお

りまして、残る永下牧野は畜舎において預託牛を

、 、飼養管理しておりますが 今後の市営牧野の管理

運営等を継続するため、12月１日から翌年３月

31日までの間は、市直営として実施してまいる所

存であります。

なお、平成22年度以降の施設の管理、運営体制

等につきましては、早急に検討してまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

次に、脇野沢赤坂地区の不法投棄事案につきま

して、去る８月28日開会のむつ市議会第201回定

例会に報告した後の市の対応等についてご報告い

たします。

まず、環境調査についてでありますが、去る６

月２日に実施した水質調査のうちダイオキシン類

の結果につきましては、調査したすべての地点に

おいて環境基準または排水基準に適合しておりま

した。

また、去る８月４日、９月１日及び10月５日に

実施しております環境調査についてであります

が、ダイオキシン類も含めた調査項目は、すべて

の調査地点において環境基準または排水基準に適

合しておりました。

次に、不法投棄現場内に貯留している浸透水の

外部への流出を防止するための浸透水対策事業に

つきましては、去る８月20日に着工し、鋼矢板に

よる遮水壁の構築及び遮水シートによるキャッピ

ングの工事を現在進めておりまして、今月30日に

完了する予定となっております。

また、去る10月６日付で廃棄物撤去事業の実施

設計に係る業務委託契約を締結しております。こ

の実施設計に基づき撤去事業を進め、原状回復を

推進してまいりたいと考えておりますので、ご理

解賜りたいと存じます。

次に、公害対策、放射性廃棄物保管施設におけ

る安全対策及び交通問題対策に関する経過報告に

、 、 。ついて 民生部長 企画部長から報告いたします

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 公害対策に関することの
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うち民生部が所管いたしております事項について

ご報告申し上げます。

まず、公害の発生状況についてでありますが、

８月28日に開会されましたむつ市議会第201回定

例会以降11月26日現在まで公害の発生はありませ

んでした。

次に、河川等水質測定結果につきましては、お

配りいたしました河川等水質検査資料のとおりで

ありますが、資料１ページの環境基準の水域類型

指定河川であります田名部川、小荒川、川内川及

び大畑川につきましては、すべての河川において

基準値を満たしておりました。

次に、資料２ページのその他の河川の水質測定

結果についてでありますが、これらの河川につき

ましては、特に環境基準の定めはありませんが、

環境基準の水域類型指定河川の基準値と比較いた

しますと、明神川においてのＤＯとＢＯＤの値が

。 、基準値を満たしておりませんでした 他の河川は

いずれも基準値を満たしておりました。

次に、資料３ページの市と公害防止協定を結ん

でおります日本ホワイトファーム株式会社及び日

本ピュアフード株式会社の排出水の水質測定結果

につきましては、２社ともすべての項目において

協定書に定める基準値以下でありました。

次に、資料４ページのアツギ東北株式会社むつ

事業所の排出水の水質測定結果につきましては、

すべての項目において基準値以下でありました。

以上で公害の発生状況、河川の水質検査につい

ての報告を終わります。

〇議長（村中徹也） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） それでは、続きまして放

射性廃棄物保管施設における安全対策について、

平成21年８月28日の経過報告以降の経過をご報告

申し上げます。

立入調査につきましては、平成21年８月28日に

青森県とともに独立行政法人日本原子力研究開発

機構青森研究開発センターむつ事務所への定期立

入調査を実施しております。

調査結果につきましては、資料のとおり、燃料

廃棄物取扱棟及び保管建屋における放射性廃棄物

の保管状況に異常は認められませんでした。

なお、ことし２月５日の前回調査時点から燃料

廃棄物取扱棟において200リットル黄色ドラム缶

が２本ふえております。これは、管理区域内にお

ける保守管理作業に伴い、綿手袋、作業衣等の廃

棄物がふえたことによるものであります。

続きまして、交通問題対策について、平成21年

８月28の経過報告以降の経過をご報告申し上げま

す。

まず、ＪＲ東日本大湊線問題についてでありま

す。強風による運行規制の状況につきましては、

平成21年８月から平成21年10月までの３カ月間で

は、規制日数は３日で、規制本数は12本、運休は

10本でございました。

、 、 、次に 要望活動につきましては 去る11月９日

ＪＲ東日本盛岡支社において、青森県新幹線建設

促進期成会、青森県鉄道整備促進期成会、青森県

及び青森県議会の合同による要望が行われ、両期

成会の役員として市長が出席しております。

この中で、大湊線の拡充及び利用促進を図るた

め、東北新幹線全線開業に合わせた新青森駅から

下北方面への直通列車の新設の実現、新型リゾー

トトレインの運行頻度に配慮するなどの運行の充

実について、また強風による大湊線の運休、遅延

等の対策といたしまして、防風柵の設置による恒

久的な強風対策の実施、運休時等における利用者

に配慮した速やかな代替輸送の確保と周知、さら

には青森、八戸方面への直通列車の増便、野辺地

駅での待ち合わせ時間の短縮等について要望して

おります。

次に、２点目の下北半島縦貫道路の建設促進対

策についてでありますが、去る11月４日から５日
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にかけて、東北地方整備局、国土交通省、県選出

国会議員に対し、下北半島振興促進連絡協議会及

び下北半島縦貫道路早期実現促進協議会が合同で

下北半島縦貫道路の整備促進及び国道279号の国

直轄移管について要望しております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これより質疑を行います。質

疑は、それぞれ区分して行います。

まず、農事組合法人みなみ農園開発に対する指

定管理者の指定取消しについての報告に対する質

疑を行います。次に、脇野沢赤坂地区における不

法投棄についての報告に対する質疑を行います。

次に、公害対策に関する報告の部分、続いて報告

以外の公害対策に関する質疑を行います。次に、

放射性廃棄物保管施設における安全対策に関する

報告の部分、続いて報告以外の放射性廃棄物保管

施設における安全対策に関する質疑を行います。

その後、交通問題対策に関する報告の部分、続い

て報告以外の交通問題対策に関する質疑を行いま

す。

まず、農事組合法人みなみ農園開発に対する指

定管理者の指定取消しについての報告に対し、質

疑ありませんか。26番斉藤孝昭議員。

〇26番（斉藤孝昭） ２点ほど質疑させていただき

ます。

１点目は、指定管理の残り期間を日割り計算に

より算出する額と違約金を請求するというふうに

なっていますが、金額は幾らなのか。そして、こ

の違約金が支払われない場合の行政側の対応をど

のように考えているのかお知らせください。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 斉藤議員のお尋ねにお答

えいたします。

この金額につきましては、この後審議していた

だきます報告第33号のほうにも関連がございます

けれども、まず返還金でございますが、817万

4,000円、それから違約金が123万3,000円となり

ます。

次に、これらの返還金、違約金が支払われなか

った場合の措置でございますが、これにつきまし

ては、法的措置も視野に入れて検討してまいりた

いというふうに考えております。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） わかりました。法的な措置と

いうことでありますが、具体的にどういうことで

しょう。そして、その措置を講ずる期日の期限日

はいつと考えているのかお知らせください。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず１つは、債務の確認

になるかと思います。具体的にどういう手法によ

るかは今後検討してまいりたいと考えてございま

す。

その期日につきましても、これからの動向を見

ながら検討してまいりたいという考えでございま

す。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） 動向ということはどういうこ

とでしょう、お知らせください。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 支払いがどのような状況

で行われるのか、これを見守ってまいりたいとい

うふうに考えてございます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。５

番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） 私も何点かお尋ねさせていた

だきます。

、 、まず最初に 前回も同じお尋ねをしたのですが

この着服した理事は、今どうなっているのでしょ

うか。まだやめていないものかどうか、そこを教

えてもらいたいと思います。

そして、まだそのお金が返されていないという

ことで、それはどういう理由でそういうことにな
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っているのか、どこまでそこを調査したのか、そ

の調査の中身を教えてもらいたいと思います。前

回の市長の答弁だと、何か代表理事が私財をなげ

うってまでも返還したいというふうに、かなり我

々を安心させるような表現をしていたのですが、

実態がこういう状況ですので、そういう私財を結

局なげうつことはしなかったということで理解し

ていいのか、そこの中身を教えてもらいたいと思

います。

そして、委託している業務ですけれども、その

業務がきっちりなされていたものかどうか、ちょ

っとそこが不安になったのです。宮後とか名子と

か金谷沢の３牧野は既に放牧期間が終了している

とかと言ったのですが、実際やっていた業務は、

本当にしっかりやられていたのかどうか。結局お

金がないから、えさもろくにやらないで牛を飼育

していたものかどうか、そこのところをどのよう

に調査したのかというのも確認させてもらいたい

し、今永下牧野はまだ管理継続中なので、その永

下牧野なんかもどのような状況で管理していたも

のか、その状況をお知らせしてもらいたいと思い

ます。

以上、よろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず、不祥事を起こした理事はどうなっている

のかというお尋ねでございますが、これは法人内

部の問題でございまして、市のほうで具体的な措

置について言及することはできません。ただ、現

状では、まだ在籍のままではないかと考えており

ます。

それから、２点目の返還されていない理由でご

ざいますが、この不祥事に係るお金につきまして

は、これも法人内での事件でございまして、その

当該理事から法人のほうへの返還ということにな

ると思うのですが、それはその方のいろんな事情

によって、まだ返還は行われていないということ

でございます。

それから、３点目の代表理事の補てんでござい

ますが、これにつきましても、代表理事はそれな

りにいろいろな資金確保に動いていたようでござ

いますが、残念ながら市に約束した期日までにそ

れがかなわなかったというふうに伺ってございま

す。

それから、４点目の業務は適正になされていた

かという点につきましては、この指定管理施設の

中で、牧野で預託を受けております牛につきまし

、 。ては 定期的に健康診断等も実施してございます

そういった意味から、その健康診断をしておりま

す獣医師等から、ちょっと栄養が足りないとか、

変だとかという点のご指摘はございませんでした

ので、適切に飼養管理はされていたものと理解し

ております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） この理事がまだ在籍だという

こと自体がかなり異常な法人であるということは

指摘させていただきたいと思います。

それと、まだ返還をされていないということに

、 、ついては それは法人の中の問題であるけれども

その被害額については先ほど私が言ったように、

代表理事が私財をなげうってまでもきちっと対応

すると、だから今後とも指定管理はやるというふ

うな前回の市長の答弁だったのです。ところが、

そういうことがなされるふうもないということで

あれば、先ほど返還金が817万4,000円、あと違約

金が123万3,000円、こういう金額をたとえ請求し

たとしても、結局ここの法人自体が、例えば財産

がほとんどないという状況であるから、この着服

した金額の穴埋めもできない、そういう法人なの

ではないでしょうか、市長。だから、そういう意
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味ではかなり貸し倒れといいますか、不良債務と

いうか、結局もう取れない金額になるのではない

かなと私は心配するのです。ここのところの確か

さというのはどのように考えていますか。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず１点目の資金回収に

どういうふうな動きをしたかということでござい

ます。これはあくまでも私どもはその関係する理

事、代表者を含めた方々からお話を伺うことしか

できないわけですが、代表理事は市に回答書を送

付した後に、各方面にわたって資金確保に動いた

という事実はございます。ただ、それが先ほど申

しましたとおり、残念ながら期日までに補てんが

されなかったということでございます。

それから、今後の推移につきましては、先ほど

も斉藤議員にお答え申しましたけれども、推移を

見ながら専門家と相談して、どういうふうな対処

ができるのか検討してまいりたいと思います。

〇議長（村中徹也） ５番。

（ ） 、 、〇５番 横垣成年 いわゆるこの返還金 違約金

私はこれを回収するのはかなり困難かなというふ

うな雰囲気を感じております。であるならば、も

しそういう場合、これだれが最終的に責任をとる

のですか。そこのところ、最後に確認させていた

だきます。このお金を回収できなかった場合の最

終責任はどこでどうなされるのですか。そこを教

えてもらいたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 先ほどからお話をしており

ますように、法的措置を念頭に入れながら、しっ

かりとそれを積み上げて対応していきたいと、こ

のように思っております。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 16番（ ） 。

千賀武由議員。

〇16番（千賀武由） 先ほど市長の報告を受けたわ

けでございますが、回収できない場合、ここの法

人の役職員、理事等もいると思います。そういう

責任ある役職員が責任を持って最終的には確実に

補てんをしなければならないと私は思うのです

が、そういう対応といいますか、話し合いは相手

方とできているのですか。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 先ほどの報告でございま

したとおり、市からその返還金と違約金について

請求をしてございます。その支払いにつきまして

は、先ほどもご答弁いたしておりますが、まずみ

なみ農園開発に対する請求でございます。みなみ

農園開発では、当然千賀議員ご指摘のとおり、役

員がございますので、役員の責任という形になる

というふうに考えてございます。

〇議長（村中徹也） 16番。

〇16番（千賀武由） それでは、その管理運営費、

先ほど言いました817万4,000円、それと違約金の

123万3,000円、合計940万7,000円になるわけです

が、この返還を求めた場合、市としては一時金で

全部返還を求めるのか、分割でその払いを求める

ものか、そこら辺をお聞きしたいのですが、もし

払える場合です。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お答えいたします。

もう既に納入告知書といいますか、請求書は総

額で発送してございます。でき得れば一括でお支

払いいただければ一番いいわけなのですが、分割

等々の申し出があった場合は、その時点で協議し

てまいりたいというふうに考えております。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 18番（ ） 。

山本留義議員。

〇18番（山本留義） ただいまの千賀議員に関連す

るのですけれども、このみなみ農園開発に指定管

理したのは平成19年から平成21年の３年間で、私

の聞いているところによりますと、平成19年度に

指定管理を指定したときの組合長並びに理事が変
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更されていると伺っています。そういうことから

すれば、指定管理を指定するに当たっての審査が

あったと思うのですけれども、そこでは恐らく私

どもの考えでは、そこの法人が本当に３年間管理

できるのか。そして、恐らく理事とかそういう人

たちの名前を見ながらでも審査の対象になると思

うのです。市では、今指定管理をいろいろさまざ

ましているのですけれども、例えば４月からは、

指定管理が５年とか、そういう形で延びた経緯も

あります。そういうことからすれば、３年前に当

時の法人の理事がかわっていたとするならば、こ

れから指定管理する場面でも、そういうことにつ

いては慎重にやはり審査すべきだと思うのですけ

れども、実際この法人ではこの３年間に代表理事

とか、そういう形でかわっているのであれば、そ

のときに市側としてはどういう話をされ、そうい

うのがあったのかどうかを含めて答弁をお願いし

たいと思います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

（ ） 、〇経済部長 櫛引恒久 山本議員ご指摘のとおり

指定管理期間中に法人の役員は変更されておりま

す。ただ、指定管理はあくまでも法人としてのみ

なみ農園開発と契約してございます。そういった

ことから、役員の変更があった場合には変更の届

け出をしていただきます。

それから、契約期間が３年ということで、その

間で特別に市で契約解除するような事態が生じな

い限りは適切に管理運営されているという判断の

もとからこのような形になっているというふうに

考えます。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） そうすれば、あくまでも法人

との契約ということになりますけれども、その法

人を指定する場合に、その法人の理事とかそうい

う人は、失礼な話ですけれども、どなたでもいい

ということで解釈してよろしいですか。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 指定管理者の選定に当た

、 、りましては 指定管理者選定委員会のほうで審査

これは法人等の概要、当然構成員も含めて、それ

から事業計画、収支計画、これらを含めた形で総

合的に判断をして、適切であると認められたもの

でございます。ですから、法人の構成員の個々の

資質についての判断はないというふうに考えま

す。

〇議長（村中徹也） 18番。

〇18番（山本留義） わかりました。ただ、今千賀

議員に対して、理事等が総合的に賠償をするとい

うことで答弁がありました。ではその理事にそう

いう補償能力があるかどうかまで調べて許可した

ものと私は解釈するのですけれども、その辺いか

がですか。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 審査の過程では、理事個

々の資産までは評価してございません。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。１

番澤藤一雄議員。

〇１番（澤藤一雄） こういう形でいわゆるその回

収が困難になるというような状況が今現実のもの

になってきているわけですけれども、いろんな市

の施設が指定管理に移行しています。この場合、

これが最初の契約不履行の事例になるわけでござ

いますが、普通の請負契約といいますか、そうい

う場合には履行保険があるわけですけれども、履

行保険は今かかっていなかったと思うのですが、

そのかかっていないということを確認すると同時

に、今後こういう事例を未然に防止するために履

行保険を導入するというような考えがないのかお

尋ねします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 現在は、履行保険という

ふうなものには入ってございません。いずれの指
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定管理者につきましても、入っていないというこ

とでございます。それぞれの損害額、赤字額、そ

ういうふうなものが生じた場合には、指定管理者

において補てんするという契約になってございま

す。工事等の場合においては、この履行保険が一

般に適用されているというふうな状況にあるわけ

でございますけれども、この辺については若干研

究不足のところもございまして、こういう場合に

適用になるのかどうかというところについては、

今後検討を要するかなというふうに考えておりま

す。

それから、連帯保証というふうなこともあるか

と思うのですが、それにつきましては、そういう

同業者等が補償できるような団体等があればでき

るかと思うのですけれども、今回の場合は３者応

募されたわけで、そういう負担能力、いわゆる連

帯保証能力があるかどうかということについても

検討を要するかなというふうに思っているところ

でございます。

〇議長（村中徹也） １番。

〇１番（澤藤一雄） 制度が始まって間もないとい

うこともあって、研究不足というふうなことだろ

うと思うのですけれども、請負工事の場合には当

然、以前は恐らく業者間の連帯保証というような

ことだったと、共補償といいますか、そういう感

じだっただろうと思います。やはり工事と違って

３年間、あるいは今後は５年間というふうなこと

、 、になるわけで 法人そのものに信頼性を担保する

今のように応募してきて、業者として行政の側が

それを審査して指定管理者を指定するわけですけ

れども、その相手方がこういう事態になるという

ことは今後だってあり得るわけです。それを同等

の業者とそういう補償関係をというのはなかなか

面倒な話だと思うのです。ですから、やはり例え

ば単年度の管理料を途中で履行できなくなった場

合に返還を確実にしていただくということについ

ては、できれば保険を義務づけるというようなこ

とが私は市の支払いした資金を確保しておくと、

確実に回収するというふうなことではやはりこれ

が最も重要だろうと思うので、もう一度きちんと

した方向性について答弁をお願いします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 先ほど申し上げましたよ

うに、履行保険につきましては今後検討いたしま

して、適用できるのかどうか、この辺について保

険会社等々聞き合わせてみたいと思います。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 17番（ ） 。

白井二郎議員。

〇17番（白井二郎） みなみ農園開発の指定管理者

を11月30日で取り消すということでございます。

12月１日より市のほうで管理をするということだ

と思います。そのことについて、当然みなみ農園

開発にいろんなものを納入している方がたくさん

いらっしゃると思っています。当然市内の業者も

いると思います。恐らく役所のほうにも電話が入

っていることと思っていますが、当然これは指定

管理者のほうが責任を持つ話だと私は思います。

今940万円という賠償金とかを請求しているわけ

ですが、今、年末で民間企業も大変資金繰りが苦

しいわけで、10万円、20万円はまっても大変厳し

いわけです。やはり行政といたしましても、指定

管理者を与えたという道義的責任を重く受けとめ

るべきだと私は思います。

そういうわけで、市内の方、また企業の方に、

みなみ農園開発のほうでまだ幾ら払っていないの

か、またこの計画はどのようになっているのかを

お伺いいたします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 白井議員のお尋ねにお答

えいたします。

、 、私どものほうでは この不祥事が発覚してから

具体的に未納等があるのかどうか、これらも含め
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て調査させていただきました。その時点でわかり

ましたのが、まず市内外含めまして、18業者への

未納がございました。それから、さらに借り入れ

した額もございまして、そっちのほうの支払いも

まだ完済されていないという状況でございます。

、 、それから 物品納入等の支払いにつきましては

これはやはりあくまでも契約者でありますみなみ

農園開発とその物品納入業者の問題であるという

ふうに考えてございます。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（白井二郎） 今18社、市内外含めて18社、

また恐らく借り入れということは銀行、金融機関

からの借り入れだと思いますが、この金額を公表

できないでしょうか。これは、この農事組合法人

のほうの借金でございますので、ここで口外でき

ないといえばそれまでですが、ただ先ほど申し上

げたとおり、今よく民間企業でも倒産すれば弁護

士が入って債権者会議をやって、幾ら幾らと。市

のほうで、そこまで責任を持たないよということ

であればそれまでですが、やはり先ほど申し上げ

たとおり道義的責任、ただ与えればいいというこ

とではだめだと私は思います。いろんな面で指定

管理者に安心して納入できる体制をつくるべきだ

と。ただ、その件はみなみ農園開発の管轄ですよ

と、役所は関係ありませんよということでは、私

はちょっと企業のほうもかわいそうだと思いま

す。その辺のところは、今後どのような感じで考

えているのか。返せないと、これは農事組合法人

の問題だからということで部長が言いましたが、

重ねてその辺のことを含めてどのように考えてい

ますか。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） みなみ農園開発と、それ

から各業者の方々の商取引につきましては、いろ

いろな条件等があるかと思います、その業種、業

者によって。これについては、全く我々の知り得

ないことでございまして、そういった意味で、例

えば納品はいつまで、支払いは何月締めで何日支

払いといったような各個々の業者によっての条件

があるかと思います。そういったことから見まし

ても、なかなか市がそれに立ち入ることは困難で

あるというふうに考えます。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（白井二郎） 十分わかるのです、困難なの

は。わかってお尋ねしているわけです。やはり納

入されている業者は、指定管理を受けているから

安心して、お金が入るからということで、これは

ここの方が970万円使い込みしたからこういう結

果になっているのは事実でございます。でも、こ

の後ろに役所という大きな後ろ盾があるというこ

とも、やはり納める側の気持ちの中の担保にある

わけです。ですから、私が言いたいのは、みなみ

農園開発だけでなく、今後当然こういうことが、

１回あるということは２回あるということも考え

られます。先ほど澤藤議員も言いましたとおり、

いろいろな措置を考えるべきだと思っています。

その辺で、最後になりますが、市長は、物品納

入業者に対する感じとか、その辺を、年末を控え

て大変厳しいので、一言コメントがありましたら

よろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 今の部長からの答弁に尽き

るわけですけれども、そこのところが個々の商取

引の中でどのような契約が、また逆にそこの部分

で、例えば20万円、さまざまな商売の中でよく保

証金を積みなさいとか、そういうふうなシステム

をとっているところもあります。そういうふうな

実態がなかなか把握できないところがございま

す。そこの部分ではご理解をいただけるのではな

いかなと。１回あることは２回あるというふうな

ことのないように、私はただちにこの事案が発生

してから各指定管理者のほうには厳しい通達をし
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て、こういうふうな事案のないようにということ

で文書を発出して、これからも他の団体もひっく

るめまして、十分監視機能を高めていくというふ

うなことをお話しさせていただいております。ご

理解をいただければと思います。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。２

番新谷泰造議員。

〇２番（新谷泰造） まず、着服はいつ行われたの

か。

次に、着服時まで、指定管理料2,466万円のう

。 、ち幾ら支払われたのか その支払われた額のうち

幾ら着服されたのか。

次に、資産をなげうって補てんするという代表

理事の資産は調べたのか。

以上。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

（ ） 、 、〇経済部長 櫛引恒久 まず お尋ねの１点目は

いつ把握したかということだったと思うのです

が、これは10月１日に事件の報告を受けておりま

す。

それから、指定管理料の二千四百数万円につき

ましては、全額支払い済みでございます。

それから、資産の調査ですけれども、資産の調

査は行っておりません。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） 今全額支払ったと言いました

よね。そうしますと、年度協定契約書によります

と、３期の10月分から３月分の500万円について

は、支払い日は10月となっていますけれども、な

ぜ10月にもかかわらず、この500万円を支払った

のですか。

それから、報告を受けたのではなくて、着服は

いつなされたのか。９月なのか、６月なのか、そ

の辺よろしくお願いいたします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず、指定管理料の支払

いの関係でございますが、10月に支払いしてござ

います。ただ、これは事件の報告を受けました後

にきっちりと対処するという回答をいただいたこ

と、それから既に預託されている牛がいるという

ことで、この部分の管理は適切にやらなければな

らないと。そういった部分から、その費用は支出

したということでございます。

それから、事件発覚でございますが、平成20年

度からスタートしたようでございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（新谷泰造） そうすると、10月１日に報告

を受けて、それで着服がわかった後に管理上必要

だから500万円支払ったと。そうすれば、その報

告書によると、代表理事は500万円補てんすると

いうから、その分だけでもよかったのではないで

すか。全部500万円支払う必要はなかったのでは

ないですか。その10月16日だったら１カ月でも何

ぼでも分けて、その分だけ支払えば、最低運営は

できたのではないですか。そうすれば、損害が

400万円近くは減るという計算になるのですけれ

ども、その点についてお聞きいたします。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 指定管理は３月末までと

なってございますので、その間の契約に基づく支

払いは必要であろうというふうに判断したところ

でございます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。６

番新谷功議員。

〇６番（新谷 功） 私はこの指定管理者制度、い

ろんな角度から考えておったのですけれども、実

はこういうことも十分想定されるのではないか

と、こう思っておったのです。ところで、発注者

側はそういう想定をしておったのか。考えておる

ならば、当然指定管理者、法人であろうが、役員

が責任を持つということになろうかと思うので
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す。その役員に対しての責任能力というのは資産

等が考えられますけれども、そういう調査はして

いないと、こういうことですね。この問題はこの

みなみ農園開発ばかりでないと私は思うのです。

例えば指定管理者を受けたところ等をよく見れ

ば、ただその役員の人数だけが狭まっているとこ

ろも私は多々あろうかと、このように認識してお

るわけでございます。

そこで、私が今申し上げたいのは、やはり業務

委託、あるいは指定管理者制度もそうですけれど

も、当然こういうことはこれからも起こらないと

も限らない。そうなった場合に、責任はどこにあ

るのだと、こういう問題に発展していく、あるい

はもう司法にゆだねていくと。といってもないも

のは取れないわけでしょう。だから、そうでなく

て、今後のあり方としては、やはり指定管理者を

決めるときには、法的にいろいろあろうかと思い

ますけれども、その責任能力を全うしてもらうた

めにも、その役員の資産等も今の指定管理の条件

に入れられないものかどうか、他の自治体ではそ

ういう例があるかないか。恐らく指定管理者制度

を導入するに当たっては、いろいろ調査した経緯

があろうかと思うのです。そしてさらには、先ほ

ど澤藤議員がおっしゃったとおり、履行保険等が

可能であるのか、また履行保険を用いている自治

体があるものかどうかも伺っておきたいと思いま

す。

それで、最後ですが、今のこの市長の行政報告

の最後に、こういう事件が発生したと、よって平

成22年度以降の施設の管理運営体制につきまして

は早急に検討していくと。早急ということは、新

たに指定管理者を公募するということで私は理解

しているのですけれども、それでよろしいかどう

か。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、こういうふうなこと

を想定していたのかどうかと。想定していると、

こういうふうなことにはならないわけでございま

すので、当然一切こういうふうなことは考えない

で……

（ 甘いな」の声あり）「

〇市長（宮下順一郎） そういうふうな疑心も持た

ずに指定管理をしたわけでございます。そこのと

ころに、今新谷功議員から、甘いなというご発言

もございましたけれども、そういうふうなところ

では、先ほど澤藤議員に担当部長がお答えしまし

たように、保険だとかそういうもろもろの部分は

研究をしていかなければいけないのではないかな

と、このように思います。

平成22年度以降、これは指定管理のみならず、

直営なのかもあわせて検討していくというふうな

ことでございます。

その余につきましては、担当からお答えいたし

ます。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 指定管理者の指定に当た

って、役員の資産状況を調査すべきということで

ございますけれども、これはやはり個人情報とい

うことになりますので、公表が義務づけられてい

る公人というふうなわけにはいかないと思いま

す。他団体等についてどのようにしているか、調

査はしておりませんので、他団体等の状況等も調

査しながら、よりよい方法があるのであれば改善

すべきは改善していきたいというふうに思ってお

ります。

履行保険については、先ほど澤藤議員から提案

がございましたように、これにつきましても検討

研究してまいりたいと思っております。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（新谷 功） ありがとうございます。

これは、冒頭にも申し上げましたとおり、みな

み農園開発ばかりの問題ではないと思うのです。
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指定管理者全体にかかわることであろうかと、こ

う思うわけであります。そういうことで、他の自

治体ではどうやっているかを早急に検討して、こ

ういう制度はすぐさま導入していただきたいと、

このように思います。

以上で終わります。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、脇野沢赤坂地区における不法投棄につい

ての報告に対し、質疑ありませんか。20番馬場重

利議員。

〇20番（馬場重利） 報告を見れば、６月２日、そ

れから８月４日、９月１日、10月５日、この４回

にわたって水質調査を環境調査含めて実施した、

その結果、ダイオキシン類も含めた調査項目、す

べての調査地点において環境基準及び排水基準に

適合しておったと。この結果だけを見れば、もう

そこにはダイオキシンは存在していないというふ

うに理解していいのかどうかということが１つご

ざいます。

もう一つ、去る10月６日付で廃棄物撤去事業の

実施設計に係る業務委託契約を締結しておると。

これはすぐ撤去作業にかかるのですよという形を

とっておるようでありますけれども、このことに

ついて、いつから始めるのか、どれくらいの期間

をかけてやるのかということをお聞きしたいと思

います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 馬場議員から２点ほどの

お尋ねと思いましたけれども、まずはダイオキシ

ンはないのかという部分でございます。この水質

調査結果については、ダイオキシン、環境基準等

を見ますと、それ以下になっているという報告で

ございます。しかしながら、現実的にはその不法

投棄されたごみの中にあります焼却灰というよう

なものについては、一時ここのごみの性状を調査

するときに穴を掘っていまして、その穴に水がた

まりました。その水の調査をしたときに、もう大

分前になりますけれども、そのダイオキシンが基

準を上回る50倍、90倍というものが出てきたとい

うことでございます。今回報告してございますの

は、このごみのある場所から北のほうの地下水と

いうことはなかなか難しいのですけれども、そう

いうボーリングしたところの地下水、またその近

くの３点の地下水、またその流れています浸出水

について調査してございまして、その分について

は直接的なダイオキシンの流れがないということ

で報告していると、そういうふうに考えてござい

ます。

２点目の撤去作業の部分でございますけれど

も、10月６日に実施設計の業務委託をしてござい

ます。この部分については、分別搬出撤去工法を

選択してございまして、なおかつこの撤去の期間

については３カ年というふうなことで仕様を示し

ております。その中で実施設計にかかっていただ

いていると。その報告が１月の末に出てくるのか

。 、 、なと考えています ですので それを待ちながら

それを見ながら、成果を見ながら、今後実際撤去

する部分について予算化とかに取りかかっていく

ということで進めている所存でございます。

〇議長（村中徹也） 20番。

〇20番（馬場重利） 前にダイオキシンが出て大騒

ぎしたわけですね。この４回にわたる調査は、そ

の出たところを調査していないのです、今の説明

。 。を聞くと なぜそれを避けたのかということです

、 。これだけ見れば ダイオキシンは存在していない

何もここにダイオキシンと書く必要ないです。こ

れ誤解されます。なぜ前にダイオキシンが検出さ

れた地点を調査しなかったのか、その理由。

それから、もう一つですけれども、これは不法

投棄ですから、撤去が前提になることは私わかり
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ます。ただ、もう撤去事業の実施設計の業務委託

を締結したと、結果は１月末に出ると。来年度か

らスタートして３年間でやりますと、こういうこ

。 、 、とでしょう これは １つお聞きしますけれども

実際にあの地域で何か被害が出てきたのか、ある

いはあの地域の住民の方から、何か苦情が来てい

るのか。迷惑だから早くのけてくれという、そう

いう声があるのかどうか。

あるいは、今鋼矢板を打って、私は打っている

ところを見てきました。非常に立派な、いわゆる

遮水のための鋼矢板を打っているわけです。これ

6,000万円かかるのです。5,000万円でしたか。

（ 4,500万」の声あり）「

〇20番（馬場重利） 4,500万円かけて、今月いっ

ぱいでしょう、工事が終わるのが。来年度から撤

去するということになると、鋼矢板の打ち込みの

工事が終わって半年もしないうちに今度は撤去に

かかる。何のための鋼矢板なのか。

さらに、そのわきに積まれておるホタテ貝殻、

かなり高く積んであります。どことどこで投棄し

たのか、その団体と、いつまでにそれを撤去する

という約束になっているのか。私先月でしたか、

その現場を見たときに、あのホタテ貝殻が全部撤

去されれば、打った鋼矢板が倒れるおそれがある

ということで、頑丈な押さえの工事もしているの

です。これ果たして来年度からかかるということ

になると、それまでにあの膨大なホタテ貝殻の撤

去ができるのかどうか。それをお聞きしたいと思

います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、迷惑な声が届いてい

るのか、早く撤去しろというふうな声があるのか

という部分についてお答えいたしますけれども、

なかなかそういうふうな声は聞こえてきません。

そこは、やはり馬場議員の底流にある気持ちと、

私もそこは共通していると、これは余り言えるも

のでございませんけれども、できるだけ金をかけ

たくないというふうな部分、そういうふうな部分

は私も共通の認識はしています。しかしながら不

法投棄という部分で、それは撤去しなければいけ

ないという、これは大前提があります。そこで、

今その実施設計、１月末までごろにはでき上がっ

てくるだろうと。それを見まして、期間がいつか

、 、らスタートして そして何年間でやっていくのか

できるだけコストのかからない手法、これを検討

して、議会のほうにお諮りをしていく手順と、そ

ういうふうに今考えているところであります。そ

の意味からして、実施設計が今進んでいるわけで

すけれども、ただちに来年の春から撤去というふ

うなことにはなり得ないので、なかなかこういう

ふうな財政状況も考えなければいけない。できる

だけコストも下げたいと、そういうふうなことを

考えておりますので、ただちにと、しかしながら

ダイオキシン、これがやはり出たという事実がご

ざいましたので、その部分では遮水シートを敷い

て、雨水が浸出しないような、やはり周りの環境

をチェックしていかなければいけないというふう

なところでご理解をいただきたいと思います。

答弁、そのほかありましたら、担当からお答え

いたします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） その他の部分の２点ほど

お答えいたします。

まず、ダイオキシンの部分でございますけれど

も、なぜそこを測定しないのか、調査しないのか

という部分でございます。先ほど再三答弁したと

おり、ごみの性状を調査するときに、そこに穴を

あけたと、要は見なければわかりません、または

サンプルをとらなくてはいけないという部分でご

ざいましたので、あけたと。その中にたまった水

と話をしました。その後そこの穴については埋め

戻ししてございます。そこからまたいわゆる危険
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物質が出る可能性も考えられますけれども、いず

れにしても調査のための穴ということでありまし

たので、原状に戻したということで、そのために

ここについて、継続的な調査はしていないと。し

かしながら、当然ダイオキシンについては自然界

ではそのまま分解しないと思っております。です

ので、残っているだろうと。これについて、では

外部にどこから出てくるのだとすれば、今のとこ

ろ大気ではなくて水、地下水等に浸透する分にお

いて測定することによって、そのダイオキシンが

外部に出ているかどうかというのが十分わかるの

ではないかというところからこの地点の調査、継

続をしているというところでございます。

２点目の鋼矢板の部分でございますけれども、

この鋼矢板は撤去が始まっても撤去はいたしませ

ん。この撤去工事中は、当然撤去期間については

雨も降りますし、また幾分か浸出する分が、上の

がけのほうからも水が出てくるということがあり

ますので、その水がごみのところにたまるという

ことが想定されます。この分を鋼矢板によって遮

水するというような役目を果たしますので、撤去

工事が始まれば鋼矢板を外すというようなことで

はなくて、工事期間中は常にこれを鋼矢板で遮水

するというような形で役目を果たすとなっており

ます。

その他については、また担当からご説明いたし

ます。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

〇脇野沢庁舎所長（片山 元） ホタテ貝殻を搬出

した団体でございますけれども、平成５年から平

成15年度までは旧脇野沢村で直営でホタテの加工

をやっておりましたので、その部分につきまして

は、平成17年の段階で約500トン残ったものと推

測しております。平成16年４月からは、現在の企

業組合水産加工センターが実施しておりまして、

その後平成20年４月まであそこに搬出しておりま

す。平成20年10月に水産加工センターのほうから

報告をいただきました数量でございますけれど

も、平成20年４月現在の推計が3,865トンである

ということでございまして、このうち平成20年度

に約1,000トン、それから平成21年度８月までに

322トン 合計で1,350トンということで 平成21年、 、

10月末で約2,500トンがあそこにあるということ

で推測しております。

これは、先般の常任委員会の後で、11月19日か

ら20日において、約1,000トンあそこから撤去し

ております。今年度さらに３月までに500トン程

度搬出するということを組合のほうから聞いてお

ります。しかしながら、残念ながら平成22年度ま

ではあそこの撤去が……

（ 今年度中に出すと言ったでし「

ょう」の声あり）

〇脇野沢庁舎所長（片山 元） 平成22年度中には

水産加工センターの部分については撤去したいと

いうことで伺っております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 20番。

〇20番（馬場重利） まずダイオキシンのその調査

は、前に穴をあけた部分を調査したと、その結果

がこういうことですと。ダイオキシンはなくなっ

ていないでしょうと。私もなくなっているとは思

っていません。なくなるものではないのです。ダ

イオキシンというのは、10年ぐらいですよね、出

てきて騒いだのが。それで全部自治体の焼却炉が

使えないよということで新しい焼却炉にしたわけ

です。現在市内の川内地区でも、あるいは脇野沢

地区、むつ地区、大畑地区もそうですけれども、

旧焼却炉の中はダイオキシンがあるのです。いわ

ゆる各公共施設、学校もそうだし、焼却したわけ

ですから、灰が残っているわけですから、埋まっ

ているわけですから、そこを掘ればダイオキシン

が出てくるのです。私は、これは前にも議論しま
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したけれども。

私さっき何ですぐやらなければならないのと言

ったのは、市長もさっき言ったけれども、そうい

う豊かな財政事情でないでしょう。これ撤去しな

ければならないという前提は私もわかる。やらな

ければならない、これ前提。部長がさっき、来年

。 、から３年間でやりますと言ったでしょう 市長は

いや、来年からということではないと言ったでし

ょう。どうなっているの、そこは。

さらに、ホタテ貝殻ですけれども、1,000トン

とか500トンとかと言ってもわからないのです。

全部で何トンあそこに積まれているのか。平成

22年度中にはやりたいというのでしょう。やりま

すではないわけです。平成22年中に、いわゆるホ

タテの貝殻を撤去しなくても６億何ぼかけて３年

間でやるの。撤去の工事にかかるの。部長の話だ

と すぐかかると言っているでしょう 今4,500万、 。

、 。円かけて鋼矢板 まだ工事終わっていないのだよ

そして春から始めるの。しかも、いわゆる遮水、

水が浸透しないようにシートかぶせてキャッピン

グ工事もやります。雨は、あそこを目がけて降る

のではないのです。鋼矢板は、四角に四方を囲ん

でいるわけではないでしょう。あの山のほうに降

った雨はどうなるの。浸水してくるでしょう、浸

透してくるでしょう。私、そこのところがちょっ

とおかしいのではないかなと思う。もう一度、最

後の私の質疑ですから、３回目ですから、部長と

。 、 、市長と合わないよ どうするの 来年からやるの

やらないの。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 来年からというふうなこと

では私は今の段階では考えておりません。これは

キャッピング、シートの部分、耐用年数もやはり

ありますし、そういうふうなところで、できるだ

け時間を繰り延べして、できるだけコストのかか

、 、らない 単年度ではなくて複数年でやっていくと

そういうふうなつもりでおります。それにしても

実施設計というふうな部分、それを受けてからさ

まざま検討を深めていかなければいけないと、こ

のように思います。あくまでもそういうふうなこ

とで、すぐ来年度からということではございませ

ん。当然シートの部分、耐用年数もありますし、

風が吹いてくると、ちょっと破れるというふうな

部分もありますので、それらも考えながら、総合

的な判断は後ほど議会のほうにはお示しをさせて

いただく。その段階で、またご審議をいただきた

いと、このように思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） キャッピングの雨水の部

分でございますけれども、馬場議員おっしゃると

おり、現場は道路から向かいますと、山にがけの

面があります。その部分について雨が降れば、当

然斜面を伝わった雨水がその現場に入り込むとい

うふうなことも当然我々も考えていますし、今側

溝をそこに設置していまして、そのがけの上から

来た水を、その側溝に流す。ただし、実際その際

の部分においては、幾分かは現場のほうに流れ込

むのではないかなというところもあります。その

量がどれくらいかというのは、私もちょっとその

辺わかりませんけれども、いずれにしても、全部

が全部入るのではないと、現場に入らないと、幾

らかは抑制される部分があるだろうと思っていま

す。実際その面積は、今１万1,550平米ぐらいポ

リエチレンシートを張ってございまして、まず上

からの雨水の抑制はほとんどできるのではないか

なというふうに考えていますけれども、がけの部

分については抑制という言葉だけにとどめさせて

いただきます。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 26番（ ） 。

斉藤孝昭議員。

〇26番（斉藤孝昭） 馬場議員の質疑の中にも一部

関連するところでありますが、今浸透水を防止す
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るための鋼矢板を打っている作業中であります。

私は、委員会と別に前にも一般質問でも言ったこ

とがありますが、個別にここの問題について調査

しながらいろんな問題点を質疑してまいりまし

た。

先ほど出たホタテの貝殻の件であります。私は

それも不法投棄ではないかというふうな話を一般

質問でしておりましたが、経済部長は不法投棄で

ないと、有価物であるため平成21年度中、今年度

中に全量を撤去すると。そこに仮置きをするとい

う許可は今年度で切れると、なので間違いなく撤

去するというふうな話をしていました。そこで、

先ほどの脇野沢庁舎所長の話でいくと、今年度以

降も撤去を続けるというふうな話でありました

、 、 、が その前に まずはこのホタテの貝殻の置き場

今工事のために試掘したら、土とまざって層にな

っています。過去に捨てたホタテの貝殻の上に土

をのせて、またその上にホタテの貝殻を砕いての

せて、今上に出ているのは道路から上になってい

る部分で、その部分を撤去するというふうな認識

で行政側は答えていますが、私は直営でやってい

た平成５年から出た貝殻を不法投棄していたと、

行政主導でということを前から何回も言っていた

。 。のです それでも皆さんはそうではないと答える

そこで、市長にちょっとお聞きしたいのですけ

れども、まずは今掘った後の層、土とホタテの貝

殻がまざっている現状の報告を聞いているのかど

うか。

もう一つ、以前経済部長がホタテの貝殻は有価

、 。物であり 不法投棄ではないと答弁しております

土の下に今現在埋まっている貝殻、部長も見てい

ると思いますが、それは有価物と言えるのかどう

かお答え願います。

もう一つ、地下に埋まっている貝殻の所有者、

先ほど脇野沢庁舎所長は、直営で平成５年から平

成15年までやっていると言っていましたので、所

有していたのは旧脇野沢村と認識していますが、

それでいいのかどうかお答え願います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 以前に有価物であるとい

う答弁をいたしてございます。ただ、その際に同

じ答弁の中で、土とまじったものについては有価

物として処理できないものは廃棄物としてとらえ

ますというふうな答弁もしてございます。その考

えは今でも変わってございません。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

（ ） 、〇脇野沢庁舎所長 片山 元 直営時代のものは

市で処理しなければならないものと、そう思って

おります。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） いいですか、直営で作業して

加工で出たもの、ホタテの貝殻は直営で処理しな

ければならないものと考えると。ということは、

お金、税金を使って撤去するのでしょう。そうい

うことになりますよね。税金を使って撤去するそ

うです。ということは、これからも予算要求があ

ると思いますが、それはどれぐらいを見込んでい

るのか。

そして、経済部長が今話ししました廃棄物と認

めるということでありましたが、廃棄物だとする

と、不法に投棄されたものになりませんか。お答

え願います。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず、有価物であるかな

しかの判断でございますが、現在このホタテ貝殻

の加工を実施しております業者のほうといろいろ

情報交換等をやっているわけですが、土がどの程

度入ったものが有価物として処理できるのか、こ

れはまだ結論が出てございませんので、ただちに

土がまじったやつすべてが有価物でないという判

断になるのかどうか、今後より一層検討が必要か

と思います。
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〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

〇脇野沢庁舎所長（片山 元） まず直営時代に残

った部分につきましては500トンということで、

我々企業組合との話し合いでそのように取り決め

をしたところでございます。それを有価物として

横浜町の日本シェルテックさんのほうにまず引き

取っていただきたいということで我々は考えてお

ります。

今はまだはっきりした工程がちょっと不確定な

のですけれども、６月の時点で算出した段階で約

150万円程度の経費が必要だろうということでご

ざいます。

以上です。

〇議長（村中徹也） 26番。

〇26番（斉藤孝昭） 脇野沢庁舎所長にそんなこと

を聞いているのではないのです。土の中に埋まっ

ているホタテの貝殻も、直営でそこに捨てたのだ

ったら直営で撤去するのですというふうな答弁を

したので、ではその全部撤去するために幾らかか

るのですかと聞いたのです。

もう一つ、経済部長、これから検討するという

ことでありますが、いいですか、土とホタテの貝

殻がまざっているのを有価物か有価物でないかと

いう判断をこれからするということであります

が、それ見た目でわからないですか、見に行った

でしょう、部長だって。見ていますよね。見て、

これは何かに使えるなと思っているのですか。思

わないでしょう、あれ見たら。市長もぜひ見に行

ってもらいたいと思います。これほどの多くの量

を捨てていたのだなと。ここの脇野沢地区の不法

投棄については、当初から捨てたとか捨てないと

か、そういう問題ではなくて、何でこんなことを

しなければならなかったのか。市長がよく言って

いますよね、行政のモラル、モラルの醸成、法令

遵守、それがうまくできなかったからこんなこと

になっているのです。だから、物がどうのこうの

、 、 、ではなくて 私が一生懸命質疑 一般質問しても

部長級の皆さんは何とかして逃げようという答弁

をするのです。だから、次々にこんなことになる

。 。のです そこをちゃんとしっかりやってください

もう一回聞きますけれども、今のホタテの貝殻、

私は不法投棄と主張しますが、どうですか、経済

、 、 、部長 不法投棄ではなくて 当然仮置きしていて

それは有価物だというふうに答えますか。

もう一つ、撤去は私の一般質問の約束どおり、

今年度中にすると答弁していますから、できるの

ですか、答えてください。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） まず有価物であるかなし

かということでございますが、斉藤議員ご指摘の

とおり、土が入っているものは加工場のほうの洗

浄作業でどの程度落ちるのか、それらも含めまし

て検討が必要だという考えです。ただ、一般的に

は、私どもは以前に答弁しましたとおり、土とま

じったものは有価物でないだろうというふうなお

答えをした経緯があると思います。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

〇脇野沢庁舎所長（片山 元） 平成21年度中には

無理だと考えております。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。６

番新谷功議員。

〇６番（新谷 功） この脇野沢赤坂地区の不法投

棄問題、私も初めからかかわらせてもらってきま

したけれども、随分迷走しているなと。内容が内

容であるから、それもいたし方ないところがある

のではないかと、私はこう理解しておるのですけ

れども、そういう経過を経て、先ほどから鋼矢板

の工事が、今月の30日でもって終わるということ

で、鋼矢板を打つというのは、その不法投棄され

たごみの中から悪い水が下のほうに流れていかな

いようにする遮水工事だと、そういうことですけ

れども、それでそうやったと。さらには、10月６
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日付で廃棄物の撤去事業の実施設計を発注した

と、契約したと。

そこでお伺いしますけれども、この実施設計の

、 。内容をお聞きしたいと このように思うわけです

例えばこの実施設計の前に我々に提案されたのは

撤去工事、３通り提案されたと。そのうちで

6,000万円ぐらいの今の計画が提案されて、それ

に伴って実際実施設計ではどうなのだと、それで

発注したと思うのです。それが今年度中に上がっ

てくるわけですけれども、そこでさっきから議論

になっている市長と部長の答弁の食い違い等も指

摘されておるわけですけれども、３カ年でもって

部長は撤去したいと。この３カ年の根拠というの

は何かあるわけですか。私は、予算の関係で、３

年間に分けてやらなければ、財政上の問題からい

ってそうなのか、あるいはこの不法投棄されたご

みは何年、いつまでに撤去しなさいという県のほ

うから何かあっているものやら。随分県と廃棄物

対策課のほうでいろんなやりとりをしましたよ

ね。それを私見ているのですけれども、その３年

間の根拠、もしできれば、遮水工事を行っている

から、是が非でも３年でやらなければならないと

いうことでなかったら、その被害を食いとめる工

事をしたものであるから、少しこれを無理しない

で、それが許されるものであれば、３年のものを

５年でも10年でもという考え方が成り立つかどう

かも含めて、部長、ご答弁ください。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） まず、実施設計の工法と

いう部分ですけれども、分別搬出撤去工法、これ

は議会の答弁でも申し上げていましたけれども、

優位性があるし、現在の法律、またむつ市の条例

とかも照らし合わせて循環型社会と、こういうも

のを形成するにおいてはこの分別搬出撤去工法と

いうのが一番適正ではないかということです。ち

ょっと飛びますけれども、10年というお話も出ま

したけれども、そうすると安定化工法でも10年で

多分できます。そうすると、安定化工法ですと、

これが金額目線でいいますと10億円という話もさ

れていましたので、そうすると、ただ10年置いて

おくだけで10億円がかかってくるのかなというふ

うな考え方も持っています。

あと３カ年の部分ですけれども、ちょっと現在

やっている鋼矢板、またはシートによる遮水とい

う部分ですけれども、それについてはシートその

ものの耐用年数、ＵＶカットしたポリエチレンシ

ートと聞いていますけれども、保証期間が３年と

聞いております。そうしますと、３年後にまた取

りかえなくてはいけないとなっております。

いずれにしても、今問題を抱えていますそこに

ある不法投棄、自治体が不法に投棄したというふ

うな事実が残っている。それについては、廃棄物

を所管する我々部署としては、これは不法投棄、

小さい部分で不法投棄しているものもいっぱいあ

りますけれども、これについても既にその辺のと

ころは責任者を追及して、その不法投棄を早目に

撤去するというやり方をしています。当然自治体

がやったものについても、廃棄物についてはなる

べく早期にと、これも議会のほうで答弁していま

すけれども、早期に撤去していくというふうな、

また原状回復していくというふうな話をしていま

すので、そういう意味からして、３カ年というふ

うなところで見ています。

また、３カ年については、５年、６年、10年と

いう話になりますと、その間にここに、先ほど議

員が指摘されましたけれども、鋼矢板による遮水

をしていますので、水処理もしていかなくてはい

けないと思います。そうすると、水処理をしての

撤去となりますと、その水処理について余り長い

期間を置きますと その水処理施設 私も10月19日、 、

に県境のごみの撤去作業を見てきましたけれど

も、水処理施設も生半可なものではないと。あそ
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こは恒久的な施設に当たりますけれども、我々は

恒久的な施設ではなくて、仮の施設ということを

考えています。そうしますと、仮の施設ですと、

借りる、またリースするとなりますので、そのリ

ース費用等を考えますと、やはり余り長い期間を

置くのは財政上の効率性からいってもよくないの

ではないかというふうな考えを持っています。

あともう一点、県からどのような話ということ

がございましたけれども、県には毎月報告はして

おります。この水質の検査とか、もろもろの進捗

状況を報告してございます。最初、去年ですか、

県からの最初の報告の後の指示は全量撤去と。撤

去契約、搬出計画ができたら報告してくださいと

いうようなところはいただいています、文書は。

それ以降の指示等はございませんので、この搬出

等が決まりますと搬出計画を提出すると。また、

それについて県から何らかのものがあれば、それ

に対応していくという形で進めたいなと思ってお

りました。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（新谷 功） 不法投棄であるから、速やか

に撤去すると、撤去したいと、そのとおりでしょ

、 、 、うけれども そうすれば ３年という特別な根拠

県の指導で３年以内に撤去しなさいということで

もないのですね。わかりました。

いずれにしても、これはこういう内容のもので

あるから、撤去はしなければならないでしょうけ

れども、付近住民、あるいは陸奥湾のほうにそう

いう影響が出ないように、鋼矢板によって遮水工

事を施している、そしてさらには上には雨水が入

らないようにキャッピング工事をやっていると。

これは、部長、今あなたおっしゃったとおり、ビ

ニールシートだから、耐久性もある、でもビニー

ルシートはそんなに高くないと思うのです。これ

は、そういうふうなことで速やかに、早急に撤去

するということでご努力をしていただきたいと、

このように思いますけれども、市長、何かお考え

があれば。ありませんか。部長、何かありました

ら。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 本日の行政報告の中で、各

議員からお話を伺いましたので、それらも総合的

に勘案して、この実施設計を受けた後の対応をし

ていきたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長 村中徹也 ほかに質疑ありませんか 14番（ ） 。

菊池広志議員。

〇14番（菊池広志） 今お話の中にありました、こ

れ出るのではないかなと思ったのですけれども、

出ないので、私からちょっとお尋ねさせていただ

きたいと思います。

廃棄物撤去事業の実施設計にかかわる業務委託

契約、これ幾らでなされたのですか。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 契約金額は472万5,000円

でございます。委託期間は、平成21年10月７日か

ら平成22年１月29日までとなっております。受託

者は、日本上下水道設計株式会社青森出張所でご

ざいます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 14番。

〇14番（菊池広志） それともう一点、先ほど水処

理の話がちょっと出たのですけれども、水処理施

設、それは幾らぐらいかかるのですか、その水処

理ということであれば。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長 齋藤秀人 仮設の水処理で １日70立（ ） 、

米ほど処理するということで想定してございまし

て、それが３カ年で7,300万円ほど、これは粗々

でございまして、前の調査のときに業者から出し

てもらった部分でございます。実際その部分につ
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いて見積もりをいただいてはおりませんので、金

額的にはそこの計画ということでとどめさせてい

ただきます。

〇議長（村中徹也） 14番。

〇14番（菊池広志） 先ほどお聞きしました実施計

画、これだけで472万円、今度搬出するための工

事等々が入ると、これからまたそれ以上のものが

かかってくるわけでございます。

また、水処理についても、おおよそではありま

すけれども7,300万円、私はもっと超えると思い

ますけれども、３年間で撤去をしたいと、でも水

処理もしなければならない、それから計画的にこ

れを進めていくというようなことでありますが、

すべてにおいて非常に高い金額なのです。水処理

といって、こちらのほうには全く水処理は書いて

いないのです。でも、計画の中で7,300万円かか

るものが、おおよそです、これ以上かかると思う

のですけれども、7,300万円のものが全く記載さ

れていないと。今話ししたら、水処理の計画もあ

ると。であれば、３年間で撤去するのに水処理を

３年間、何でやらなければならないのかというこ

とも考えられるわけです。

それで、遮水工事をしているのであれば、水処

理を、そこの部分でやらなければならないという

のは、これどうも私理解できないのです。撤去作

業をして水処理をすると。どういうことで撤去作

業をしながら水処理するのかなということが非常

に考えづらいのです。撤去作業をしているのであ

れば、水処理は要らないのではないですか。それ

はどこの方が話ししたのですか。業者が話しした

ものを部長が全部聞いて私どもに話ししているけ

れども、先ほどから全部意見を聞いていますと、

我々は何とか安い金額で、この財政状況を考える

と安い金額で、また延ばしてというのも、その辺

を考えているわけです。私どもも何度か部長とも

話ししましたし、ただ部長、なかなか聞き入れて

くれない。自分の意見が正しいのか、日本上下水

道設計がよほどすばらしいのかわからないけれど

も、いろいろ話をしてもなかなか部長には聞いて

もらえないというような感覚で私とらえていまし

た。

そのことについて、何で水処理の部分が全く抜

けていたのかも説明しながら、３年間でやるので

すか。先ほど同僚議員の馬場議員が聞いたときに

は、検討しますという話だったけれども、また３

年間に戻ってしまったのですよね。市長と部長の

、 。意見が違うのであれば これ困ったものですよね

今の日本の首相と外務省の違いと同じで。そこの

ところ、はっきり教えていただきたいのですけれ

ども。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 先ほど来お話をしておりま

すように、今実施設計が１月の末には出てまいり

ます。その段階で、十分こちらのほうの、今各議

員からのお話もございました。できるだけコスト

ダウンをしなければいけない。そして、できるだ

け財政状況にも影響のないやり方、そういうふう

なものをもろもろ検討を重ねまして、そしてまず

分別撤去という、これ基本の前提でございます。

そういうふうな中で、どこまでこのコストダウン

ができるのか、もろもろこれからじっくりと、今

その関係の会社だけかというふうなことではな

く、またコンサルに頼むと、それなりのお金がか

かってきますので、我々自らが、担当部が懸命に

そういうふうなところも研究を重ねて、どれだけ

コストダウンできるのかということで今後議会の

ほうにお諮りをさせていただきたいと。３年とい

うこと、ただちにというふうなこともひっくるめ

。 、まして検討を十分重ねていきたい しかしながら

そのかけているシートの耐用年数が３年というふ

、 、うな部分もありますので それらを勘案しながら

今後議会のほうにお示しをさせていただきたい
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と、このように思っております。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 菊池議員のお尋ねに単刀

直入に答えたために、ちょっと誤解を招く説明不

足がございました。

先ほどの7,300万円についてですけれども、金

額は見積もりをもらったわけではありませんし、

また実施設計のものでもらったものでございませ

ん。ずっと以前の、ことしの２月かそこら辺の報

告だと思いますけれども、その部分でお答えした

もので、それはこの撤去工にかかる中に含まれて

おります 例えば分別搬出撤去の場合６億2,000万。

円という話で、そのうち市の最終処分場を使用し

た場合は４億7,000万円だと。それで、もう一度

廃棄物の処分先として最終処分場を建設する場合

は１億5,000万円含んだということで、４億

7,000万円と１億5,000万円を合わせて６億

2,000万円という話です。この６億2,000万円の中

に含まれるものがこの水処理という部分でござい

ますので、決して上乗せだというふうな、または

金額がどんどん膨れ上がっているという説明では

ないというふうなところで答弁させてもらいま

す。

、 。あと 私と市長と云々という話がございました

それは全然ございませんので、そこのお尋ねの要

旨について答えただけであって、来年云々という

話についても、これは今市長が言ったように、私

の答弁が不足しましたけれども、実施設計を見な

がらということで最初にご説明したとおりでござ

いますので、よろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、公害対策に関する報告の部分に対し、質

疑ありませんか。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） 明神川の問題でありますが、

一向に改善しないということで、ここの部分、柳

町近辺の下水道はかなり整備されたと思いますの

で、それなりにつなぐ世帯がふえてきているかと

思うのですが、そこの状況を教えてもらえればな

ということが１点目です。

そして、あと明神川に接する世帯への市の啓蒙

といいますか、なるべく川を浄化するために下水

道をつないでほしいというか、そういう啓蒙の体

制はどういうふうになっているものかお聞かせ願

いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） お答えいたします。

まず、下水道についてでございますが、今田名

部地区、明神川の周辺でございますけれども、大

分下水道の本管が整備されております。これから

うちのほうで接続依頼とか、こういうものをどん

どん進めていかなければならないということで、

今整備ができた状態ですので、これからどんどん

と接続していただくために我々が戸別訪問でも何

でもして歩くというような形でございます。

、 、あとは 通称親不孝通りという部分については

まだ整備されておりませんけれども、ここも間も

なく整備して浄化に励んでいきたいというふうに

考えております。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） としますと、まだ接続してい

る世帯はゼロということで確認させてもらってよ

ろしいでしょうか。

〇議長（村中徹也） 建設部長。

〇建設部長（太田信輝） 申しわけございません。

個別の戸数については、まだちょっと把握してご

ざいません。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の公害対策に関することについ
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て質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次は、放射性廃棄物保管施設における安全対策

に関する報告に対し、質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

次に、報告以外の放射性廃棄物保管施設におけ

る安全対策に関することについて質疑ありません

か。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

、 、次は 交通問題対策に関する報告の部分に対し

質疑ありませんか。20番馬場重利議員。

〇20番（馬場重利） 下北半島縦貫道路、さらには

ＪＲ大湊線、もう20年来この要望活動をずっと続

けてきた。私も議員生活14年、その中でほとんど

この問題についての要望活動をともにしてまいり

ました。だけれども、決してその成果が見られた

ということを私は感じておりません。

これからの要望活動でありますけれども、実は

７月に東北地方整備局に下北半島縦貫道路の件で

要望をした一人として感じてまいりましたが、今

の民主党政権で、つまり道路については費用対効

果、Ｂ／Ｃという言い方をしておりましたが、費

用対効果を十分に検討したうえで、効果のないと

ころに金はかけないよと、これが前提だという、

全く後ろ向きな東北地方整備局の課長でしたか、

。 、お話を受けてきたわけです これどうしようかと

今後。こういう従来のままで、ただ名刺持ってい

って要望するだけで果たしていいのかと、視点を

変えるべきだと、私はそう感じてまいりました。

市長はどのように考えておりますか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 下北半島縦貫道路の要望活

動の点だと思いますけれども、私も先般政権交代

後に東北地方整備局及び国土交通省本省、そして

議員会館等を一回りさせていただきました。従来

の形でさせていただきました。しかしながら、非

常にその部分におきまして、さま変わりしたなと

いうふうな思いを実感として感じました。現与党

の考え方、窓口をどうするとか、要望活動はどこ

でまとめるとか、そういうふうなものがさまざま

報道されておりますので、それらを１つずつ確認

をしながら、あるべき要望活動の形にやはり変え

ていかなければいけないのではないかと、このよ

うに思います。

また、Ｂ／Ｃの問題、単にＢ／Ｃだけの話では

なかなかこの下北半島縦貫道路、非常に厳しい状

。 、況にあると思います そこには物流の問題だとか

それから医療の問題だとか、また子供たちの教育

の問題だとか、さらに観光というふうな非常に大

きなテーマを我々この地域が抱えているわけです

ので、そういうふうなところにもやはり目を向け

てもらうような要望活動、これがこれから必要な

のではないかなと。ただ、その要望活動自体がさ

まざま今状況が変わっておりますので、それを注

視しながら活動は続けていく必要があろうと、こ

のように認識をしております。

〇議長（村中徹也） 20番。

〇20番（馬場重利） 下北半島縦貫道路の接続路線

である上北道路、あれも何か情報によれば凍結と

いう、はっきりしたわけではないと思いますけれ

ども、そういう線が濃厚だと聞いておりますが、

そうなりますと、ますます下北半島縦貫道路が危

ういと感じざるを得ないわけであります。私先ほ

ど視点を変えてと申し上げましたけれども、何か

アピールするのがあるはずだということでひとつ

市長には頑張っていただきたいと思います。

さらに、ＪＲ大湊線の件でありますけれども、

ようやく下北駅前広場の整備が終わって、終わっ

てというか、今終わるのですね、今月いっぱいで
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終わるような状況でありますけれども、あれに６

億円もかけて下北駅前整備をやったと。ＪＲがあ

りがたいのか、ありがたなくないのかわからない

けれども、ひとつ下北半島の住民の足を考慮に入

れて継続してほしいと願うばかりであります。

来年の12月に東北新幹線新青森駅が開業になる

ということをとらえて、これから下北住民はこの

新幹線の恩恵にあずかるためにどうすればいいの

かと。今は八戸への直通が２本出ています。今後

ＪＲが今度青い森鉄道にいわゆる連結してもらう

ための折衝がこれから始まるだろうと思うのであ

りますけれども、これはもうＪＲ路線から外れる

わけですから、今度は青い森鉄道とＪＲとの交渉

になるだろうと。恐らく今の青森駅と新青森駅も

今いろいろやっているようですけれども、我々下

北住民が、地域住民が新幹線を利用するに当たっ

てどれが一番いいのか。どういう方法で折衝して

いけばいいのか、ＪＲに働きかけていけばいいの

か。あるいは、青い森鉄道にも働きかけなければ

ならないのか。その辺のところ、今後どうしよう

かと。市長にお伺いしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 先ほど下北半島縦貫道路の

件で視点というふうなことがございました。私は

大湊線の問題で、東北新幹線新青森駅開業のとき

に、この前も知事との要望活動の場面もございま

した。また、ＪＲ東日本盛岡支社長との場面もご

ざいました。私は、やはりその視点の部分では下

北住民ということも当然大事ですけれども、中央

からの視点でいかに下北に来やすい状況をつくる

か、つまりいかに下北に来やすい状況ができるか

と、そのシステムをつくると、当然下北住民、圏

域住民も行きやすくなるわけですので、そういう

ふうな視点で考えるならば、新青森駅で中央から

来たお客さんがおりて今の青森駅で乗りかえとい

うことは、中央の方々、なかなかこの下北には足

は延ばさないだろうと、こういうふうな視点を再

三お話をさせていただいております。そういうふ

うな形で、新青森駅と大湊線での直通列車、そし

てまたリゾート列車、この計画も今進んでおるわ

けでございますので、先般ＪＲ東日本盛岡支社に

要望活動に行った際に、期待を持っていいのかど

うかわかりませんけれども、１面２線化というふ

うな表明がございました。つまり東北新幹線新青

森駅の１つのホームの中に２本の線を引くと、こ

ういうふうな表明がございましたので、その１本

を直接下北のほうに向けていただくべく要望活

動、これは最後頑張っていかなければいけないだ

ろうと、このように思います。さらに青い森鉄道

に対しても十分要望は我々担当として行っており

ますので、新青森駅から青い森鉄道で来て、直通

で今度大湊線に入ってくるわけですので、そうい

うふうな連絡の高さ、これを懸命に要望を続けて

いきたいと、このように思っております。

〇議長（村中徹也） 20番。

〇20番（馬場重利） ひとつ頑張っていただきたい

と思います。

現在青森直通、それから八戸直通という形で大

湊駅から出ているわけですけれども、今後来年の

12月を想定したときに、果たしてどっちがいいの

かと。どう考えたって、これは八戸を利用すると

いうパターンが一番いいだろうというふうに私は

思うのですけれども、両てんびんかけるのではな

くて、もう新幹線利用は八戸に重点を置いてＪＲ

大湊線のほうに、ＪＲのほうに直通の列車は大湊

―八戸線の本数をふやしていただきたいという形

での要望が一番いいのではないかと。両方２本ず

つとか、今２本ずつになっているようであります

けれども、そういうことではなくて、利用度を考

えれば、八戸の利用のほうが便利ではないのかな

と。そういう点に絞ってひとつ運動していただい

たほうがいいのではないかというふうに思うので
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ありますけれども、この件に関してはいかがでご

ざいますか。

〇議長（村中徹也） 企画部長。

〇企画部長（阿部 昇） お答えを申し上げます。

馬場議員の新幹線の開業による恩恵をどのよう

に受けるかという議論でございますが、先ほど市

長が申しました背景の中で、るる関係筋に要望等

を重ねていくということには、基軸としては変わ

りはないと思っていますが、まず要望の点では、

ご高承のように青い森鉄道、それとＪＲ、青い森

鉄道はいわゆる上下分離方式ということで、運行

のほうは青い森鉄道、下のレール初め鉄道資産は

県が所有するわけです。したがいまして、要望先

とすれば青い森鉄道のみならず、県、そしてＪＲ

と、こういうこれまでのスキームで進めていくと

いうことで、先ほどの市長の答弁のとおりだと思

います。

それと、今馬場議員がおっしゃられました下北

で便益を受ける場合に、両てんびんで云々という

お話がございましたが、現在９月の段階で新幹線

の二次交通等について、全県下において協議する

場が二次交通等整備のための協議会という組織が

県の主唱のもとに立ち上がったところでございま

す。この今後の流れといたしまして、12月末ある

いは３月末ということを一つの目安にしまして、

各圏域のほうに新幹線の拠点駅から各圏域の結節

点、これまでの部分と、それと各圏域の結節点か

ら少なくとも旧67市町村に行きわたるようなアク

セス網の整備のあり方、これらについて、今お話

しの協議会でるる検討をしていくと。追って、当

地域にも行政、あるいは関係の交通事業者等々に

意見を聴取に参るという手はずになっておりま

す。その中で両てんびんをかけるのは云々という

お話がございますが、やはり先ほど市長申しまし

たように、この種の中には生活交通の、つまり足

という問題がございますので、通勤通学初めいろ

んなビジネス、それからいろんな生活の中での用

事、それから観光交流という要素もございますの

で、双方向で考えなければならないものと思って

おります。つまりこちらの地域から青森に行った

り、あるいは八戸に行ったりと、あるいは七戸十

和田駅に行ったりと、その逆も当然あるわけでし

て、そういったところを双方向を念頭にしたうえ

で下北に便益が行きわたるという観点で申した場

合には、決して単一の交通モードだけで語れない

だろうと。つまり鉄路も利用する、あるいは航路

で来る場合もある。それから、バス交通で来る場

合もある等々がございますので、いろんな選択肢

の中で行政とすれば、その利用ニーズを踏まえた

うえで用意していくべき立場にあろうと思ってお

りますので、そういう趣旨でこの二次交通等の協

議会が立ち上がったということでお答えにかえさ

せていただきます。

〇議長（村中徹也） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

以上で行政報告を終わります。

ここで昼食のため午後１時10分まで休憩いたし

ます。

午後 零時０５分 休憩

午後 １時１０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎日程第４ 懲罰特別委員長報告、質

疑、討論、採決

〇議長（村中徹也） 次は、日程第４ 新谷泰造議

員に対する懲罰動議を議題といたします。

本件に関し、委員会における審査の結果につい
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て、懲罰特別委員長から報告を求めます。懲罰特

別委員長。

（18番 山本留義議員登壇）

〇18番（山本留義） 懲罰特別委員会委員長報告を

申し上げます。

むつ市議会第201回定例会において、本特別委

員会に付託されました「新谷泰造議員に対する懲

罰動議」について、委員会での審査が終了しまし

たので、会議規則第40条の規定により、その審査

結果をご報告申し上げます。

本特別委員会は、９月16日に10人の委員をもっ

て組織され、以後、10月20日、10月30日、そして

11月19日の３回にわたって慎重に審査いたしまし

た。

また、10月30日の委員会では、新谷泰造議員か

らの申し出を受け、一身上の弁明を許可したとこ

ろであります。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおり全会一致で懲罰を科すべ

きものと認め、その処分は地方自治法第135条第

１項第１号の規定に定める「公開の議場における

戒告」とすべきものと決定いたしました。

なお、戒告文については、議員皆様のお手元に

配布しております委員会審査報告書に添えてあり

ますので、ごらん願います。

以上で、懲罰特別委員会の審査報告を終わりま

す。

〇議長（村中徹也） これで懲罰特別委員長の報告

を終わります。

ここで、議事整理のため午後１時30分まで暫時

休憩いたします。

午後 １時１３分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより懲罰特別委員長報告に対し、質疑を行

います。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で懲罰特別委員長報告に対する質疑を終わ

ります。

ここでお諮りいたします。新谷泰造議員から、

本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出が

ありました。

本件については、起立により採決いたします。

新谷泰造議員からの申し出である一身上の弁明

を許可することに賛成の議員の起立を求めます。

（起立者０人、起立しない者20人）

〇議長（村中徹也） 起立者ゼロでございます。よ

って、新谷泰造議員の一身上の弁明を許可しない

ことに全会一致で決定しました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

（５番 横垣成年議員登壇）

〇５番（横垣成年） 懲罰特別委員会委員長報告に

対して反対討論を行います。

今回の懲罰の理由には、むつ市議会第201回定

例会での一般質問において議会運営のルールを無

視して質問を行ったとありますが、これはその場

で、もしこういうことがあるのであれば、きちっ

と議長が正常な状態に戻すというのが求められる

ものであり、私がその場で一緒に同席している中

で、新谷泰造議員の言動を見る限り、議長の許容

の範囲の中で議会の質問をしたなというふうに思

っております。

そしてまた、その後に懲罰理由としては、議場

を騒然とさせ、著しく議場の秩序と議会の品位を

乱した言動、行為は重大な問題であるとも述べて
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おりますが、これについてもその場で、もし乱し

たのであれば、議長がきっちり乱した行為を指摘

して直させるということをすればいいだけの問題

であり、また当時の状況を考えるならば、議長の

裁量の範囲の中で本人の言動、行動はおさまって

いたかなというふうに思います。にもかかわらず

議長以外の議員からこういう形での理由で懲罰動

議をかけるということ自体が、逆に異常なのでは

ないかなというふうに思いますので、本懲罰特別

委員会委員長報告に対して反対をいたします。議

員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。

〇議長（村中徹也） これで討論を終わります。

新谷泰造議員に対する懲罰については、起立に

より採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、委員会起草によ

る戒告文により、新谷泰造議員に公開の議場にお

いて戒告の懲罰を科すことであります。

本件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立者17人、起立しない者３人）

（ ） 。 、〇議長 村中徹也 起立多数であります よって

新谷泰造議員に公開の議場における戒告の懲罰を

科すことは可決されました。

ここで、新谷泰造議員の入場を求めます。

（２番 新谷泰造議員入場）

〇議長（村中徹也） ただいまの議決に基づき、こ

れより新谷泰造議員に対し、懲罰の宣告をいたし

ます。

新谷泰造議員に公開の議場において戒告の懲罰

を科します。

これより戒告文を朗読いたします。

新谷泰造議員に起立を命じます。

むつ市議会第201回定例会での９月11日におけ

る一般質問において、議会運営のルールを無視し

て質問を行ったことで、質問と答弁がその体をな

しておらず、議場を騒然とさせ、著しく議場の秩

序と議会の品位を乱した言動、行為は重大な問題

であり、議員の職分にかんがみ、まことに遺憾で

ある。したがって、地方自治法第135条第１項第

１号の規定により戒告する。

平成21年11月27日、むつ市議会。

新谷泰造議員は、着席して結構です。

これで新谷泰造議員に対する公開の議場におけ

る戒告を終わります。

◎日程第５～日程第７ 議案一括上程、

提案理由説明

〇議長（村中徹也） 次は、日程第５ 議案第84号

むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例から日程第７ 議案第86号 むつ市議会議

員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例までの３件を一括議題といたしま

す。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） ただいま上程されました３

議案について、提案理由及び内容の概要をご説明

申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じます。

まず、議案第84号 むつ市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例についてであります

が、本案は、青森県人事委員会の県に対する県職

員の給与に関する勧告にかんがみ、市職員に適用

される給料表、住居手当の額並びに期末手当及び

勤勉手当の支給割合を改定するためのものであり

ます。

次に、議案第85号 むつ市特別職職員の給与に

関する条例及びむつ市教育委員会教育長の給与及

び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

についてでありますが、本案は、市職員の期末手

当に係る支給割合の改定を勘案し、私を初め副市

長及び公営企業管理者並びに教育委員会教育長の
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期末手当の支給割合を改定するためのものであり

ます。

次に、議案第86号 むつ市議会議員の議員報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

についてでありますが、本案は、前議案と同様の

理由により、市議会議員の期末手当の支給割合を

改定するためのものであります。

以上をもちまして、上程されました３議案につ

いて、その大要を申し上げましたが、細部につき

ましては、議事の進行に伴いましてご質問により

詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（村中徹也） これで、提案理由の説明を終

わります。

ただいま上程いたしました３議案については、

この後質疑、討論、採決を行いますが、ここで議

案熟考及び議事整理のため午後２時まで暫時休憩

いたします。

午後 １時４０分 休憩

午後 ２時００分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎日程第８～日程第10 議案質疑、討

論、採決

◇議案第８４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第８ 議案第84号

むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、５番横垣

成年議員。

〇５番（横垣成年） ２点ほどお願いします。

まず、今回の給与減額、これの総額はどのくら

。 、いになるものかということです いろいろ聞くと

来年の分までも対象としているようなところもあ

りますので、とりあえず今年度、来年３月までの

分の減額の総額で、手当とか本俸も含めてお知ら

せ願えればなというふうに思います。

次ですが、こういう減額、ことしは夏にも

4,800万円ぐらいでしたか、市の職員だけ減額に

なって、やはりかなり地域経済、これを冷え込ま

せる大きい原因になっているのかなというふうに

思うのでありますが、この点について市長として

はどのように考えているものか、お聞かせ願いた

いと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この給与の減額につきまし

て、地域の経済にどのような影響があるのかとい

うふうなお尋ね、２点目でございます。その部分

についてお答えをさせていただきます。

少なからずあろうかと、このように思います。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 減額の総額ということで

ございますけれども、ご存じのように、このたび

の勧告に伴います主な改正点につきましては、行

政職給料表で平均0.24％の引き下げ、これは平均

いたしますと、当市では１人月およそ600円程度

ということになっております。

２つ目としては、自宅に係る住宅手当を平成

21年12月から廃止するということで、これは現行

3,000円が支給されているわけでございますけれ

、 。 、ども これが廃止ということでございます なお

借家の場合は従来どおり住宅手当が支給されると

いうことでございます。

それから、３点目は、期末勤勉手当あわせて職

員は年0.3月分減額となります。ただし、これは

６月に暫定措置として0.2カ月分減額しておりま

すので、この12月の分につきましては0.1月分と
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いうふうになります。

それから、特別職及び議員につきましては、勤

勉手当ございませんので、年0.25月分減額という

ことで、これも６月に0.15月分減額になっており

ますので、この12月については0.1月分というふ

うになってございます。

それの削減額ということでございますけれど

も、給料分についてはおよそ200万円、12月分だ

けです。４月にさかのぼるのですけれども、今年

度分です。それから、住宅手当については12月か

らの廃止ということで、これはおよそ300万円に

なります。それから、期末勤勉手当、これにつき

ましては約2,500万円で、合わせまして約3,000万

円ということで、年額ということになりますと、

６月分のものを入れますと、ほかの要因も、共済

負担率の上昇とか、そういうふうなことでのプラ

ス要因もありますし、それから人事交流、配置転

換等の減額要因もあるわけですけれども、そうい

うのをもろもろ合わせますと１億4,200万円程度

ということで、勤勉手当等だけですとおよそ

8,000万円 ６月が5,000万円で今の12月が3,000万、

円というふうなことでございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） そこで再質疑ですが、トータ

ルだけ言いますと、今年度で１億4,200万円の減

、 。額で かなり大きい金額だというふうに思います

そこで、この減額は何か職員の仕事がまずくて減

額になったわけではなくて、一生懸命やっていて

もこういうふうに減額をされるというのは、それ

なりに何かがっかりするというふうな面が大きい

と思うのです。ですから、こういうものがあるけ

れども、市のほうの対応として、ただ給与を減額

するということを機械的にやっているものかどう

か。それとも、このぐらいになるけれども、士気

を高める何か手だてというのをやはり私は市とし

ては持たなくてはいけないのかなというふうに思

うのです。そこのところの市長のお考えをお聞き

したいと。

そして、次の地域経済のほうですが、市長は少

なからず影響はあるというだけの答弁で終わりま

したが、やはりこういう動きはこれからも何とな

くどんどんやってくるような気がするのです。そ

こで、本当にこういうマイナス要因を解消するよ

うな地域経済というのを市長はこれからも本当に

真剣に考えなくてはいけないなというふうに私は

思っております。そういう意味でのこういうマイ

ナス要因を解消するような手だてというのを市長

としては何か考えているのかということ。

例えばもう少し具体的に言うと、今現在管理職

手当が一定減額されていますよね。だから、やは

りこういう国のほうで、人事院勧告で決めたこの

マイナス要因を少しでもカバーする意味で、今市

独自で減額しているわけですから、こういうのを

もとに戻すというふうな形の施策も必要ではない

かなと思いますので、そこの考え方もお聞きした

いと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） ３点ほどのお尋ねだったと

思いますけれども、ちょっと総括的な形でのご答

弁をさせていただきたいと思います。

一生懸命やっても減額していくということで、

どういうふうな形で市職員を精励の形に進めてい

くのかというまず１点目だと思うのですけれど

も、これはやはり皆さん方の貴重な税金を我々職

員、私どももそうですけれども、給料としてちょ

うだいをしているわけです。その意味では、やは

りモチベーションを常に高めて、市民のための公

務員であると、我々も非常勤特別職、また特別職

であるというふうな形で常々市民奉仕の気持ち、

これを持ち続けるために常に声をかけ、そして市

民目線に立って行政を進めていかなければいけな

いと、そういうふうな形でのマインドの部分でや
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はりモチベーションを高めていく手法、これしか

、 。ないのではないかなと このように思っています

また、地域経済に対してのマイナス要因という

ことですけれども、先ほど少なからず影響はある

のだろうかというふうなことですので、少なから

ず影響はあるだろうというふうなことを答弁させ

ていただきました。これはやはりひとえに地方に

来れば来るほど官民格差というふうなものが非常

に大きな課題であろうと思います。その部分で、

こういうふうに景気が冷え込んでいる中、そして

民間のほうでもボーナスが出ないだとか、給料削

減だとか、そういうふうな形の中で、公務員だけ

がこの現状のままの給料をちょうだいするという

ふうなことはなかなか市民の皆さんのほうでは、

国民の方々も納得し得ない部分がやはり少なから

ずあろうと、私はこういうふうに認識しておりま

す。つまり本当に私も心苦しいのではありますけ

れども、こういうふうな意味では、その法の趣旨

にのっとった青森県人事委員会の勧告、これを尊

重せざるを得ないだろうと、こんな思いをしてい

ます。

さらに、では地域経済をどうするのかというふ

うな部分、これは少なからずマイナスはあるわけ

ですけれども、やはりマインドの部分でしっかり

と、余りにも給料が削減、削減と、こういうふう

になりますと財布もかたくなりますし、しかしな

がら市といたしましては、さまざまな部分で事業

の展開をしております。おかげさまでこの庁舎も

ことしの正月から工事が入り、そして学校の建設

だとか、それからさまざまな社会的インフラの基

盤整備ということでは、さまざま国の１次補正、

２次補正、そういうふうな中で経済対策という一

つの大きな柱のもとで行政としてはさまざまな仕

事を出させていただいておりますし、雇用状態、

この部分でも国の政策と相まって緊急雇用対策と

いうふうな部分で、さまざまな手を打っていると

ころであります。しかしながら、一方で管理職手

当、この部分をもとに戻すべきでないかというご

趣旨ですけれども、この部分においては、今のむ

つ市の財政状況、ともに苦しみを分かち合って、

自らを律してこの財政を立て直さなければいけな

い、そういう思いで今取り組んでいるわけでござ

います。その部分において、横垣議員も予算のほ

うではいつも反対をしておるわけでございますけ

れども、我々はそういうふうな意味で、地域に対

しての経済の底支えをするというふうな部分での

施策も展開をしております。どうぞその部分でご

理解をいただければ、また今後の補正予算等、そ

ういう部分では地域の経済の底支えというふうな

ことで手を打っておりますので、そういうところ

でぜひ予算のほうにも補正予算のほうにも賛成を

していただきますようお願いをしたいと思いま

す。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 地方に行けば行くほど何か格

、 、差があるような そういう表現をいたしましたが

市民の理解を得るのは難しいというふうな表現も

ありましたけれども、やはりここの部分はちょっ

と考え方が違うというか、なぜそういう発想にな

るのか。こういうふうに公務員の給与が減ること

によって、民間の給与もまた減らされる原因をつ

くってしまうのですよね。それを今是正するよう

な言い方をしたけれども、これを受けて、また民

間は公務員の給与が低いからということで、今で

もかなり低いのがまたもうふたされてしまう。こ

ういう状況をつくっているということを市長はど

ういうふうに理解しているのでしょう。だから、

格差、格差といったって、何も今生じたものでは

ないわけですから、我々よりももっと給与をもら

っている方もいるだろうし、そういう意味で公務

員の給与はそれなりの水準を保って、生活がきち

っと成り立つような形で計算してつくられている
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ということですから、公務員が下がることによっ

て民間も下げられてしまうということをどういう

ふうに考えているのでしょうか、そこをちょっと

確認させていただきます。

〇議長（村中徹也） 市長。

（ ） 、 、〇市長 宮下順一郎 民間が先か 公務員が先か

これは卵と鶏の論理になろうかと思いますけれど

も、これはまさしくデフレスパイラルと同じよう

な形で、こっちが安いものを買うから給料が下が

っていく、そういうふうな形の中でどんどん、ど

んどん悪循環が出てくると、こういうふうな部分

は私は否定はしておりません。ですから、少なか

らず影響はあるだろうと、地域経済に。しかしな

がら、一方では行政としては、その地域経済を下

支えするための施策は打って、さまざまな場面で

予算措置をしておりますので、横垣議員、予算に

対しては賛同していただきたいと、こういうふう

なことをお話しさせていただいているわけでござ

います。ご理解ください。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

次に、11番中村正志議員。

〇11番（中村正志） ５月の臨時会でも恐らく同様

の質疑をさせてもらったと思うのでありますが、

人事院勧告による今回の措置ではありますが、人

事院は公務員の身分を守るためのところでありま

すから、それは尊重しなくてはいけないというの

は前回と同じ立場で質疑させてもらいます。

まず１点目といたしまして、今回の勧告に対し

て市長は率直にどのように感じたのか。さっきの

横垣議員の質疑と重複するかもしれませんが、再

度お聞きをしたいと思います。

また、今回青森県人事委員会の県に対する勧告

にかんがみということでありますが、それを受け

まして、きょうこのように議案として提案するこ

とになったわけでありますが、それまでのプロセ

ス、経過はどういうふうなものをたどって今回こ

のように提案をされたのか。

３点目といたしまして、今回の条例改正により

まして、市財政に与える影響、先ほどもお答えを

しておりましたけれども、市財政に与える影響、

また市経済に与える影響、また同じことになりま

すが、職員のモチベーションに与える影響、その

あたりはどのようにとらえているのか。

４点目といたしまして、今回の勧告、これに従

わなかった場合のペナルティーというのはどのよ

うにとらえておるのか。

４点、お聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 私の気持ちというふうなこ

と、先ほどもちょっとるる一部お話を開陳させて

いただきましたけれども、やはりこの部分で公務

員の皆さんの生活給たる給与の削減というふうな

ことは、本当に私自身も、私どもも本当に大変つ

らい思いがあるわけであります。また、地域経済

に対する影響、これもやはりこれから歳末商戦、

年末年始というふうな形での小売業、さまざまな

部分での影響というのは少なからずあろうかと思

っているところであります。しかしながら、一方

ではその形で先ほど横垣議員にも答弁をしました

ように、できるだけ地域の経済の下支えという国

の経済対策にのっとった補正予算等々で極力対応

させていただいておりますし、また市外また県外

から来るさまざまな金融関係の方々、またさまざ

まな分野の方々のお話を聞きますと、まだまだむ

つ市は元気なほうだというふうな声もいただいて

いるところであります。そういうふうないいとこ

。 、ろもやはりあるのではないかなと しかしながら

一方ではかなり苦しい部分があるのも私自身承知

しております。そういうふうな苦しい経済状況の

中で、公務員のみがこの現況の給料の中で現給保

証されるということは、なかなか市民の皆様方に
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とっては受け入れがたいものがあるのではないか

なと、このように思っております。本当に大変つ

らい選択ではあります。しかしながら、法の趣旨

にのっとって青森県の人事委員会の勧告を尊重せ

ざるを得ないものであると、このように思ってい

るところであります。ご理解をいただきたいと思

います。

また、ペナルティーの部分ですけれども、こう

いうふうにかなり全国的な形で国の人事院勧告で

公務員、そしてまた県の中で、地方公務員という

形の中で、減額をされる中で、ひとりむつ市が勧

告に応じないで現況を維持するということになり

ますと、あっ、むつ市はそんなに豊かなのかと、

こういうふうな形にまた見られるわけでございま

すので、さまざまな交付税だとか、そういうふう

な部分でのペナルティーとは申し上げませんが、

影響は懸念されるものであろうと、このように思

います。

むつ市全体の産業の就業人口の中では、国家公

務、また地方公務合わせて3,000人ぐらいと、パ

ーセントにすると14％くらいというふうなことで

ありますけれども、非常にその部分での経済に及

ぼす影響は少なからずあるというふうな私は認識

をしています。しかしながら、また繰り返します

けれども、緊急雇用対策だとか経済対策、さまざ

まな部分でさまざまな業界に行きわたるような地

域経済に対しての政策は打っているということで

ご理解をいただきたいと。非常に心苦しい提案で

あったということは、本音を申し上げさせていた

だきたいと、このように思います。

その余につきましては、担当部長からお答えい

たします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 県に対する勧告以降のこ

れまでのプロセスということでございますけれど

も、10月９日付で県のほうから要請がございまし

て、市としての方針を検討して定めまして、11月

５日に組合への説明及び交渉を行いました。組合

のほうからは、11月25日付でやむを得ないであろ

うということでの一定の理解をいただいたという

ことで、議案としての上程ということになってお

ります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） ３点目の財政的な影響

について市長答弁に補足説明させていただきま

す。

直接的な影響という点では、人件費の減額によ

り歳出を抑えるというプラス効果が見込まれます

が、それはイコール交付税を算定する際に人件費

部分の基準財政需要額も下がることになりますの

で、普通交付税の減額という方向になろうかと思

われます。

また、歳入への影響では、公務員の給与減額と

いう収入が減少されますことによる税収へのはね

返り等が影響として考えられるところでありま

す。いずれにいたしましても、減額分がそのまま

プラスの財政効果にということにはならないもの

と思料しております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 先ほどちょっと答弁漏れと

いいますか、モチベーションの部分のお話がござ

いました。手前ども、私は25％今現在カットされ

ております。カットされたからということでモチ

ベーションは私は下がっていません。その部分で

職員の皆さんには期待を申し上げたいと。つまり

こういうふうに減額されたのだから、もっともっ

と仕事に精励して、市発展のため、市民福祉の向

上のために頑張るのが公務員のあるべき姿と、私

はこのように認識しておりますので、減額された

からといってモチベーションの低下はもたらさな
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いものだと、このように私は職員に対しては期待

をしているところであります。

以上です。

〇議長（村中徹也） 11番。

〇11番（中村正志） 今のお答えの中で、市財政に

与える影響ということで、今回の改正によってす

ぐに好転を与えるものではないということで、普

通交付税の減額等も考えられるというお話でござ

いました。だとすれば、今回もし行わなかったと

したら、ペナルティーで、もしかしたら減るかも

しれない、やっても減るかもしれない。どっちで

も減るのかなというふうな今印象を持ったわけで

ありますが、ただ今回のこの減額は財政を好転さ

せるために減額するものではないわけであります

ので、そういうふうな考え方が正しいのかどうか

というのはちょっと疑問があります。

また、やらなかったからといって、それでむつ

市が豊かになるのかというふうな議論もちょっと

当てはまらないような気がします。先ほどもお話

がありましたけれども、これだけ地方の経済が冷

え込む中でこういうことをしなくてはいけない、

そういうのを判断しなくてはいけないというのは

非常に心苦しいのでありますが、新政権は地方に

大分気を使ってくれるというふうなことを言って

おりますので、本当になくなった場合にペナルテ

ィーがあるのかどうかというのもちょっと疑問で

ありますし、そのペナルティーの部分、これは本

当にあるのですか。他の自治体で本当にあったこ

となのでしょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この部分では、実際やはり

皆さん、その勧告に従ってやっているところであ

りますので、やらなければという、これは憶測で

ございます。しかしながら、当然、いや、そんな

に財政が豊かなのかと、国家公務員もやっていま

、 、すし 地方公務員もそういうことでやるのだから

やはり本当に残念な思いでありますけれども、従

わざるを得ないと。ペナルティーという言葉は、

私は先ほどできるだけ避けるというふうなことを

お話をさせていただきましたけれども、具体的に

ペナルティーがあるかといったら、後でじわじわ

来るのも、またペナルティーなのかと、そういう

ふうに何となく懸念材料として持っています。そ

ういう意味では、非常に心配な部分があります。

、 。そこでご理解をいただければなと こう思います

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第84号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第84号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第84号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

（５番 横垣成年議員登壇）

〇５番（横垣成年） 議案第84号 むつ市職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例に対し、

反対討論を行います。

本案は、本俸、期末勤勉手当を減額する議案で

ありまして、例えば12月の手当ですと、総額で

。 、2,500万円の減額ということであります しかも

今年度は夏にも減額されまして、その夏と合わせ

ると年間で１億4,200万円にも及ぶ減額となるそ

うであります。こういう金額は、地域経済を冷え
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込ませることは必至のものであります。

しかも、公務員の給与減額は民間の給与減額を

引き起こす原因ともなります。地域経済を冷え込

ませ、給与減額という負の連鎖を引き起こす本案

に反対いたします。議員皆様方のご賛同をよろし

くお願いいたします。

〇議長（村中徹也） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。議案第84号について

ご異議がありますので、起立により採決いたしま

す。

本案は原案のとおり決定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立者17人、起立しない者５人）

（ ） 。 、〇議長 村中徹也 起立多数であります よって

議案第84号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第９ 議案第85号

むつ市特別職職員の給与に関する条例及びむつ市

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第85号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第85号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第85号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第85号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第10 議案第86号

むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第86号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第86号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第86号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第86号は原案のとおり可決されました。

◎日程第11～日程第32 議案一括上程、

提案理由説明
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〇議長（村中徹也） 次は、日程第11 議案第87号

むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例から日程第32 報告第33号 専

決処分した事項の報告及び承認を求めることにつ

いてまでの22件を一括議題といたします。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長 宮下順一郎 ただいま上程されました19議（ ）

案３報告について、提案理由及び内容の概要をご

説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じま

す。

まず、議案第87号 むつ市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例について

、 、 、でありますが 本案は 一般職の職員の勤務時間

休暇等に関する法律の改正に伴い、国家公務員の

一般職の職員の勤務時間が短縮されたことに準

じ、市職員の勤務時間を改めるためのものであり

ます。

次に、議案第88号 むつ市育英基金条例の一部

を改正する条例についてでありますが、本案は、

当市の人材育成にという趣意をもって、杉山石美

育英資金、青森県すし業生活衛生同業組合下北支

部育英資金、三浦元直育英資金及びオキサイド育

英資金の原資としてご寄附をいただきましたの

で、これらを育英基金に組み入れ、有効な管理運

営を図るためのものであります。

次に、議案第89号 むつ市営スキー場条例の一

、 、部を改正する条例についてでありますが 本案は

利用者数の減少等に伴い、平成13年度から休止し

ておりますむつ市脇野沢スキー場を廃止するため

のものであります。

次に、議案第90号 むつ市重度心身障害者医療

費支給条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、本案は、高額医療・高額介護合算制度に

より支給される高額介護合算療養費を重度心身障

害者医療費の支給額から控除することについて、

所要の条文を整備するためのものであります。

次に、議案第91号 むつ市水道事業及び用地造

成事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例についてでありますが、本案は、平成22年３月

31日をもって用地造成事業を廃止するためのもの

であります。

次に、議案第92号 むつ市水道事業給水条例の

一部を改正する条例についてでありますが、本案

は、平成17年３月14日の市町村合併以来、市内各

地区で不均一となっております水道料金、水道加

入金及び関係手数料について、むつ市水道料金等

審議会から水道料金等の統一を図ることなどにつ

、 、いての答申がありましたので この答申に基づき

所要の条文整備をするためのものであります。

次に、議案第93号 むつ市花・木・鳥選定委員

会条例を廃止する条例についてでありますが、本

案は、去る９月１日の市制施行記念日において、

市の花を「はまなす 、市の木を「ひば 、市の」 」

鳥を「はくちょう」と制定したことに伴い、むつ

市花・木・鳥選定委員会の役目が果たされました

ことから、当該条例を廃止するためのものであり

ます。

次に、議案第94号 指定管理者の指定について

でありますが、本案は、川内第１牧野及び川内第

２牧野の指定管理者を指定するためのものであり

ます。

次に、議案第95号 下北圏域介護認定審査会共

同設置規約の変更について及び議案第96号 下北

圏域障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更

についてでありますが、これら２議案は、本庁舎

移転に伴い、それぞれの規約に規定する審査会の

執務場所を変更するためのものであります。

次に、議案第97号 下北地域広域行政事務組合

規約の変更についてでありますが、本案は、下北

地域広域行政事務組合の執行機関における組織力

の向上及び連携の強化を図るため、執行機関に新
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たに参与の職を設けることに伴い、組合規約の一

部を変更するためのものであります。

次に、議案第98号 第三セクター等改革推進債

の起債に係る許可の申請についてでありますが、

、 、本案は むつ市用地造成事業会計の廃止に当たり

一般会計において負担する用地造成事業会計に係

る一時借入金の償還に要する金額から、資産の処

分により見込まれる収入分を差し引いた金額に相

当する額について、第三セクター等改革推進債を

借り入れするためのものであります。

次に、議案第99号 市道路線の認定についてで

ありますが、本案は、中央団地19号線外25路線に

ついて、新たに市道路線の認定をするためのもの

であります。

次に、議案第100号 むつ市過疎地域自立促進

計画の変更についてでありますが、本案は、社会

福祉法人が実施する高齢者福祉施設整備に対する

助成に当たり、過疎地域自立促進特別措置法に基

づく財政上の特別措置を活用するため、当該計画

の一部を変更するためのものであります。

次に、議案第101号及び議案第102号のむつ市固

定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき

同意を求めることについてでありますが、これら

２議案は、来る12月22日をもって任期が満了とな

ります川向常寛氏、篠﨑慶司氏の両氏を再任いた

したく提案するものであります。

次に、議案第103号 平成21年度むつ市一般会

計補正予算についてでありますが、今回提案いた

します補正予算は、25億4,743万8,000円の増額補

正でありまして、これにより補正後の歳入歳出予

算総額は391億4,228万3,000円となります。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

職員の給与の改定、配置がえ等に伴い、各款にわ

たり予算措置しております職員の人件費を増減調

整しております。

議会費では、市議会議員に係る期末手当の支給

割合の改定に伴い、同手当を減額しております。

総務費では、青森銀行川内支店の店舗閉鎖に伴

い、川内庁舎及び脇野沢庁舎の指定金融機関派出

所に係る派出所派遣委託料を減額しておりますほ

か、育児休業、病気休暇等を取得する職員の代替

職員に係る賃金を増額しております。

また、旧本庁舎の北庁舎及び南庁舎の利活用を

検討するため、建物の耐震診断等に要する経費を

計上しております。

民生費では、障害者自立支援給付費、ひとり親

家庭等医療費給付費及び生活保護に係る扶助費を

それぞれ増額しておりますほか、前年度に交付さ

れた保育所運営費負担金等の精算に伴う返還金、

認知症の高齢者を支援するサポーターの養成に要

する経費、特別養護老人ホームの待機者の解消と

充実した介護サービスを提供するために福祉施設

の基盤整備を行う社会福祉法人に対する補助金、

小規模福祉施設におけるスプリンクラーの設置に

対する補助金並びに生活保護システムの更新に要

する経費を計上しております。

衛生費では、決算見込みにより市指定ごみ袋製

作費を減額しております。

労働費では、冬期間における新たな雇用の創出

を図るための対策として県が実施する補助制度を

活用した緊急雇用創出事業に要する経費及び市独

自で行う雇用対策事業に要する経費を増額してお

ります。

商工費では、景気低迷の影響等に伴う市内中小

企業者の運転資金及び設備資金の需要に対応する

、 、ため 信用保証料負担金を増額しておりますほか

むつ下北地域の魅力的な資源を内外に情報発信す

るためのネットワーク構築に要する経費を計上し

ております。

土木費では、一般住宅等の耐震化を促進するた

めの耐震改修促進計画の策定に要する経費を計上

しております。
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教育費では、新型インフルエンザの影響により

中止したジュニア大使派遣事業に係る経費を減額

しておりますほか、未来を担う人材の育成を目的

として現代医学の最先端技術に触れる大学医学部

体験入学派遣に要する経費、小中学校における新

型インフルエンザ対策として消毒液等の購入に要

する経費、第一田名部小学校外２校の耐震補強及

び改修工事に要する経費並びに育英基金繰出金を

計上しております。

また、むつ地区体育施設指定管理において、む

つ市釜臥山スキー場の積雪が前年度著しく少なか

ったことに伴い、指定管理料の調整を行っており

ます。

諸支出金では、用地造成事業会計の廃止に係る

繰出金を計上しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、

国・県支出金では歳出との関連で補助見込額を、

寄附金では育英資金寄附金を計上しております。

諸収入では、ジュニア大使派遣事業の中止に伴

い、参加者負担金及び助成金を減額しております

ほか、歳入不足額を調整しております。

市債では、各事業との関連で借入見込額を増額

しておりますほか、用地造成事業会計の廃止に係

る第三セクター等改革推進債の借入見込額を計上

しております。

また、旧庁舎耐震等診断業務委託及び住宅・建

築物耐震改修促進計画策定事業について、年度内

の事業完了が見込めないことから、繰越明許費の

設定をしておりますほか、川内第１牧野及び川内

第２牧野の指定管理料について債務負担行為の追

加を行っております。

次に、議案第104号 平成21年度むつ市魚市場

事業特別会計補正予算についてでありますが、今

回提案いたします補正予算は、魚市場運営審議会

委員に係る費用弁償の積算誤りを更正するもので

ありまして、歳出予算の組み替えにより措置して

おります。

次に、議案第105号 平成21年度むつ市用地造

成事業会計補正予算についてでありますが、今回

提案いたします補正予算は7,662万1,000円の減額

補正でありまして、用地造成事業会計を廃止する

に当たり、歳入不足額を一般会計からの繰入金で

補てんしておりますほか、決算見込みにより土地

売払収入等を減額調整しておりまして、これによ

り補正後の歳入歳出予算総額は14億3,860万

3,000円となります。

次に、報告第31号についてでありますが、これ

は、平成20年度むつ市一般会計継続費精算報告書

についてでありまして、平成18年度から実施して

おりました固定資産評価統合事業及び平成19年度

から実施しておりました地理情報システム構築事

業がそれぞれ平成20年度で完了しましたので、報

告するものであります。

次に、報告第32号についてでありますが、これ

は、本年６月９日開会のむつ市議会第200回定例

会において御議決をいただきました市立大湊中学

校耐震補強及びその他改修工事について、校舎外

壁の劣化に係る改修箇所の追加等、工事内容の一

部を見直したことに伴い、契約金額に変更が生じ

ましたので、議会の委任をいただいているところ

により専決処分したものであります。

次に、報告第33号についてでありますが、これ

は、平成21年度むつ市一般会計補正予算について

でありまして、農事組合法人みなみ農園開発の指

定管理者の指定取消しに伴い、来る12月１日から

むつ市営宮後牧野外３施設を市直営で管理運営す

るための準備等に急を要しましたので、専決処分

したものであります。

以上をもちまして、上程されました19議案３報

告について、その大要を申し上げましたが、細部

につきましては、議事の進行に伴いましてご質問

により詳細ご説明申し上げます。
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何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決、ご

同意及びご承認賜りますようお願い申し上げる次

第であります。

〇議長（村中徹也） これで、提案理由の説明を終

わります。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。11月30日から12月４日まで

は議案熟考のため休会したいと思います。これに

ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、11月30日から12月４日までは議案熟考のため

休会することに決定いたしました。

なお、11月28日、29日及び12月５日、６日は休

日のため休会とし、12月７日は議案質疑、委員会

付託、一部採決を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時４５分 散会



- 42 -


	議事日程
	出席議員
	説明のため出席した者
	開会及び開議の宣告
	諸般の報告
	会議録署名議員の指名
	会期の決定
	行政報告
	農事組合法人みなみ農園開発に対する指定管理者の指定取消しについて
	脇野沢赤坂地区における不法投棄について
	公害対策について
	放射性廃棄物保管施設における安全対策について
	交通問題対策について

	行政報告に対する質疑
	農事組合法人みなみ農園開発に対する指定管理者の指定取消しについて
	質疑：斉藤孝昭議員
	質疑：横垣成年議員
	質疑：千賀武由議員
	質疑：山本留義議員
	質疑：澤藤一雄議員
	質疑：白井二郎議員
	質疑：新谷泰造議員
	質疑：新谷功議員

	脇野沢赤坂地区における不法投棄について
	質疑：馬場重利議員
	質疑：斉藤孝昭議員
	質疑：新谷功議員
	質疑：菊池広志議員

	公害対策について
	質疑；横垣成年議員

	交通問題対策について
	質疑：馬場重利議員


	懲罰特別委員長報告、質疑、討論、採決
	懲罰特別委員長報告
	討論：横垣成年議員
	採決
	公開の議場における戒告

	議案一括上程、提案理由説明
	議案質疑、討論、採決
	議案第84号
	質疑：横垣成年議員
	質疑：中村正志議員
	討論：横垣成年議員
	採決

	議案第85号
	議案第86号

	議案一括上程、提案理由説明
	散会の宣告

